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:國
勞
働
組
合
を
劊
設
し
そ
の
：會
長
.と
：女
っ
た
9
勞
働
階
級
獨
立
政
治
活
動
、
協
同
組
合
、」

園
際
勞
働
協
力
、
，婦
人
の
.撺
利
擴
張
を
支
持
し
た
。

.

S
 

Samuel, J
o
h
n

 (1817—
1
9
0
9
)

ゥH 
I
ル
ズ
坐
れ
の
藥
用
ガ
ラ
ス
エ
、
見
習
時
代
か
.ら
組
合
運
動
に
投
じ
、

協
同
組
合
論
者
で
あ
っ
て
、

.
後

年K
n
i
g
h
t

 of L
a
b
o
r
:

內
の
協
同
組
合
部
長
を
な
し
、

「

生
涯
の
資
料
を
提
供
し
た
。

一
 

娣'
^

-Hi
g
h
t
,
J
a
m
e
s
.
L
*

1

八一

六
年
ア
ィ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
、
多
年
洋
服H

組
合
運
動
を
續
け
て
指
導
し
た
。

一.

八

六

八

年K
n
i
g
h
t

 

oH» 

L
a
b
o
r

創
設
者
の一

人
で
あ
る
。

斡
ミ
ネ
ソ
タ
、
ぺ

ン
シ
ルヴァ

一一ア
州
等
で
は
社
宅
ょ
リ
ス
ト
ラ
ィ
キ
中
の
勞
働
者
を
追
放
す
る
こ
と
を
認
め
，る
立
法
、

鐵
道
、
炭
坑
等
の
私
的 

#
官
.を
認
め
、
.封
建
制
度
に
類
す
る
特
殊
な
社
會
秩
序
を
設
定
す
る
ょ
ぅ
な
立
法
が
成
立
し
た
。

ニ
ユ
！

ヨ
I
ク
、

1

一
ユ
ー
ジ
ャ
ー
.ジ
ー
、

ベ 

:
ン
シ
ル：

ヴ
ァ11.

ア
諸
州
で
は
共
謀
罪
を
復
活
さ
せ
た
。

紗 

International Industrial A
s
s
o
m
K
L
y

 o
f. N

o
r
t
h

 America.

軸 

Iron Molders
、
International

a
g.
Q
b
. 

‘ 

•

，■
铖
全
國
組
合
參
加
を
證
明
す
る
た
め
に
地
方
組
合
に
交
附
す
る
た
.め
の
ー
猶
の
免
許
狀
。

.あ
と
が
§
丨
本
稿
は
硏
究
獎
勵
資
金
を
受
け
て
硏
究
中
の「

ア
メ
リ
カ
勞
働
運
動
と
勞
働
法
制
の
史
的
發
展」

の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

資

料

V

.

林
業
史
硏
究

.

(

一)

丨
明
治
四
ひ
年
の
森
林
法
改
正
を
中
心
と
し
て
ー

金
'丸
平八

日
露
戰
爭
が
我
が
國
の
持
っ「

力」

の
限
界
を
超
へ
た
と
れ
、
勝
利
の 

榮
光
は
、
旣
に
、
そ
の
輝
き
を
失
ひ
始
め
て
ゐ
た
。
果
せ
る
か
な「

バ
ィ 

ヵ
ル
へ」

の
呼
號
を
嗤
笑
し
、
日
比
ハ
合
事
件
.を
も
誘
ふ
た「

厲
辱
的
講 

.和」

の
締
結
に
際
し
て
は
、
多
大
の
犠
牲
を
强
.ひ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
.戰 

勝
に
沸
く
夢
と
希
望
は
一
瞬
に
し
て
潰
べ
去
つ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
於 

て
、
急
速
な
.r

國
力
の
恢
復
•
增
進」

を
基
軸
と
す
る
罾
罾
の
_

#が
、
 

强
カ
'にー

時
に
は
妖
し
き
雰
圓
氣
さ
へ
も
混
へ
て
ー
展
開
さ
れ
て
行
っ
た

.
 

の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
時
に
示
さ
れ
た
個
々
の
施
策
が
、
我
が
國
の
將 

來
に
及
ぼ
し
.た
影
響
の
重
大
さ
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
そ
れ
故
、
.
 

我
々
は
先
ず
、
戰
後
の
に
當
っ
て
我
が
國
の
標
榜
し
た
宏
大
な
企
圖 

と
こ
れ
が
實
現
の
方
途
に
關
す
る
具
體
的
內
容
と
を
明
確
に
把
撣
し
て
を 

き
た
い
と
考
へ
る
。

資
本
蓄
積
の絕

！
：

的
不
足
と
、
そ
の
破
璲
的
集
積
と
い
ふ
事
實
が
端
的

V

に

我

が

國

經

濟

の

脆

弱

性

は

、
尨
大
な
軍
事
費
を
、
著
し
く
不
利 

な
外
債
に
求
め
る
こ
と
を
餘
镲
な
く
さ
せ
た
。
從
つ
て
、
外
債
の
重
荷
に 

喘
ぎ
、
荊
の
道
を
迎
る
勝
者
の
運
命
は
、
早
く
も
、
こ
の
時
に
萠
し
て
•ゐ 

た
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
ぅ
。.賠
償
金
の
放
棄
が
、
こ
の
運
命
に
と
っ
て
決 

定
的
な
要
因
と
な
つ
た
こ
と
は
、
、更
め
て
述
べ
る
ま
で
%'
な
い
。
こ
の
他 

方
、
戰
爭
の
擴
大
に
伴
ふ
增
税
の
反
復
竝
に
1

銀
政
策
に
依(
為

〕
、
た 

.だ
で
さ
へ
狭
隘
な
，國
內
市
場
は
、
遂
に
、
そ
の
機
能
を
全
面
的
に
喪
失
し 

て
し
ま
つ
^
5°そ

れ
に
も
拘
ら
ず
、
滿
洲
に
於
け
る
權
益
.は
列
强
の
制
約 

下
に
置
か
れ
、
處
理
の
自
由
を
留
保
し
得
た
唯
一
の
地
た
る
朝
鮮
も
、
そ 

の
ま
ま
の
形
で
、
崩
壊
し
た
國
內
市
場
を
救
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
つ 

た
。
む
し
ろ
，
我
が
國
は
、
朝
鮮
.に
對
し
て
開
發=

資
本
の
輸
出
を
强
請 

.

.さ
れ
て
ゐ
た
.の
で
あ
.る
。
 

•

資
本
の
.背
景
を
缺
く
戰
果
の「

空
虚」

さ
を
具
に
經
驗
し
た
我 

が
國
が
、
こ
の
經
濟
的
破
局
の
裡
に
あ
っ
て
、
恢
復
へ
の
目
標
を
强
大
な 

資
本
の
蓄
積
に
求
.め
た
^
は
極
め
て
當
然
の
歸
結
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
目 

標
は
掲
げ
ら
れ
、
我
が
國
は
、
過
故
へ
の
：感
傷
を
振
り
捨
て
、
瞎
_
す
る 

.こ
と
な
く
、

倏
復
へ
の
步
み
を
運
び
始
，め
た
の
で
あ
，る
。

勿
論
、

こ
の 

秋
、
人
々
の
眼
に
は
、
目
標
に
速
な
る
幾
筋
が
の
徑
が
映
じ
た
こ
と
で
あ 

.

■ら
ぅ
。
卽

ち「

特
殊
日
本
型」

と
さ
へ
呼
ば
れ
る
に
至
，っ
.た
、
後
れ
た
生 

_

產
關
係
を
一
掃
し
、
新
な
る
經
濟
P
造
に
支
へ
ら
れ
た
社
會
構
成
を
以 

て
.、
所
期
の
目
的
達
成
を
計
る
ご
と
•%
、
確
か
に
、
そ
の
一
つ
で
あ
つ 

た
。
乍
然
、
か
か
る
變
苹
を
懷
ふ
人
々
に
と
っ
て
、
情
夥
は
全
く
絕
菌
的 

で
.あ
つ
た
と
思
は
れ
る

:0
こ
の
こ
と
は
、
當
時
に
於
け
る
政
治
權
力
の
基
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號

盤
に一
瞥
を
贿
ぺ
、同
時
に
、
こ
の
變
革
の
主
體
と
な
る
ベ
き
.紙
織
の
.未
熟 

さ
を
想
起
す
る
な
ツ
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
ぅ
。

.然
し
、我
が
國
の
冀
ふ
眞
の
繁
榮
は
、
こ
の
變
苹
に
自
ら
を
投
ず
る
こ
と
に 

ょo

て
の
み
享
受
す
る
こ
と
が
出
來
た
の
.で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、
 

と
.の
謂
は
ば
、
恢
衝
へ
の
基
本
的
方
向
を
峻
拒
し
た
拷
我
が
國
に
と
つ 

て
ハ
い
明
か
る
い
.將
來
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
崔
し
く
困
難
と
な
つ
た
や 

■ぅ
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

_
に
述
べ
た
如
く
、
基
本
的
方
向
ょ
り
の
逸
脱
は
ノ
我
が
國
の
經
濟
-t
i 

*

.
造
に
固
着
し
て
ゐ
る
矛
盾
の
解
消
を
阻
止
し
、
自
生
的
な
經
濟
發
展
へ
の 

.
動
き
を
悪
々
に
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
全
ゆ
る
產
業
の
振 

，
.興
に
と
つ
て
フ
積
極
的
な
保
談
と
育
成
と
は
不
可
缺
の
條
件
と
化
す
る
.に 

'

*
至

'O'
た
。■，
然
し
、
か
か
る
經
濟
政
策
も
、
激
化
す
る
內
的
矛
盾
と
外
的
制 

,
約
の
重
腿
に
依

0
て
.、
絕

へ

ず

,-
破
綻
の
危
機
に
曝
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ 

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
.政
策
轉
換
へ
の
契
機
を
自
か
ら
翦
除
し
：て
し
ま 

-
つ
た
我
が
國
は
、
■
ひ
か
か
る
危
機
を
躱
す
爲
に
、
只
管
、
旣
定
政
策
，の 

.
服
化
に
驻
奔
す
る
の
み
で
あ
つ
た

.'
0
從
つ
て
、
こ
の
過
程
を
通
じ
.抑
願
と 

.

•欺
負

•收
靡
と
侵
攻
と
は
次
第
に
顯
著
と
な
り
、
遂
に
は
"
.そ
.れ
を
擁
護
，
 

す
る
政
治
的

»
軍
事
的
體
制
の
整
備
さ
へ
%'
;
促
す
に
至
つ
.た
の(

で
あ
る
°. 

か
か
る
過
程
は
、
嘗
つ
て
、
金
ゆ
る
經
濟
政
策
の
前
提
條
件
と
し
て
附
加
.
 

.さ
れ
て
ゐ
た
政
治
權
力
へ
の
結
合

*
集
中
が
、
纏
て
、
そ
の
基
調
へ
と
轉 

.
化
し
て
行
く
姿
と
看
做
ず
こ
と
が
出
來
る
。
然
し
、
こ
れ
等
め
事
柄
は
、

.
旣
に
提
示
し
た
我
が
國
の
將
來
に
關
す
る
推
論
と
共
に
、
廣
汎
な
分
野
に 

■

.

一
旦
る
、A

0'
具
體
的
窜
象
の
.分
析
を
俟
つ
て
、
$

て
、
積
極
的
な
主
張
.
.

.

.

.
: 

. 

' 四 
ニ 

M (

五 

0 六)

■
と
な
り
辱
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
敗
、
本
稿
に
於
て
'は
、
.研
究
の
對
象
を
林 

.業
に
限
定
し
、
右
の
觀
點
に
沿
ふ
で
實
體
解
明
に
努
力
し
て
み
た
い
と
思 

ふ
。(

註1

こ
の
具
體
的
時
點
を
決
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る 

が
、
强
ひ
て
い
へ
ば
'、1:

九
〇
〇
年
ー
〇
月(

明
治
三
七
年
一
〇
月)

を
.以
て
こ
れ
に
當
て
た
'い
と
思
ふ
。
.卽
ち
、
.同
席1

〇
月
一
七
日
に
は 

机
河
に
於
け
る
戰
線
膠
着
の
主
因
と
な
っ
た
萬
寶
山
の
喪
失
が
あ
P
、

,.
.然
も
、
こ
.の
間
、
出
縣—

兒
玉
が
往
復
電
文
は
、
戰
カ
低
下
の
苦
惱
を 

.

.明
自
に
訴
へ
て
ゐ
る
、
.卽
ち「

敵
は
本
國
に
於
て
動
員
を
頻
リ
に
し…

 

兵
カ
を
增
大
せ
ん
と
と
：を
努
め
っ

\
あ
る
に
對
し
、
我
に
於
て
は
、
逐 

til

善
良
有
爲
の
將
核
を
失
ひ
其
の
辅
充
容
易
な
ら
ず…

野
山
砲
彈
藥
の 

M'
:
4
V
4
±-
10>
S
降
に
あ
ら
ざ
れ
ば
意
の
'如
く

な

ら

ず(

傍
點
筆 

者)

，

一
(

伊
藤
正
德
著•

國
防
史

•
現
代
日
本
文
明
史

•
第
四
卷
•
昭
和
ぃ 

:

1

六
年
刊

•
三
〇
ニ〜

三
頁
。)

.經
濟
ガ
の
破
緹
は
、
遂
に
、
同

年

.〇
月

一

日
の
外
債
寡
集
に
關
す 

.る
訓
電
と
な
り
、
翌

一

一
月
八
日
第
二
囘
英
貨
公
債
募
集
の
商
議
が
成 

立
し
だ
，の
で
あ
：る
。
.こ
の
募
集
目
的
はT

…

時
局
の
大
勢
二
照
ス
ニ
事 

件
(

日
露
戰
爭
I
筆
者
註)

.ノ

.前
途
頗
ル
遼
遠
チ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
‘ス…

政 

■
府
外
國
拂
.ハ
經
常
臨
時
ヲ
.合
セ
.テ
頗
ル
巨
額

-

1

達
ス
ル
へ
キ
コ
ト
ラ
期 

.

-
セ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス…

終
局
ノ
勝
利
殆
ト
期
ス
ル
ヲ
得
ル
一
一
.至リタリ 

,ト
雖
モ
ー
外
國
資
本
家
ハ
尙
本
事
件(

日
露
戰
爭
|
筆
者
註)

ノ
將
來

11

對
シ
寧
ロ
疑
憐
ノ
裡

|
1T.
ル
モ
ノ 
ノ如ク

…

擔保ヲ提供スルノ 

丨
己
ム
■ヲ
.得
サ
ル
ニ
至

.ル

.：.i 「
(

明
治
'三
十
七
，
八
：年
戰
時
財
政
始
末
報

擔 政 發 償 利 募

保 府
行 還 集

手
物

取
價 期 總

件 金 額 限 率 額

農 ，ェ •商水陸運輸會社針 銀 行

\ く 酬  

年 度 \
會社數

狒込資本金 
猜 立 命  
合 計

平 均 一 社 

當り拂込  
m 立 金 '

會社數
拂近资本金 
橫 立 金 、 
合 計

平
當 D拂込 
橫 立 金

19054|-： 
(明治38年) 9,068

TR
1,200,546

-T-H
133 1,697

于円
316,778

•于R

1906年 
(明堉39年) 9,029 ,1 ,3 2 4 ,6 9 8 141 1,670 329,752 197
. 1907年 
(明治40年） 10,087 1,401,512 138 1,663 375,782 225

慕

集

年

丹

日

\(

訪
ニ)

農
業
•
工
業
•
商
業

•■
 

水
陸
連
輸
各
株
式
會
社
と
普
通
.
 

'銀
行
と
を
、
.柳
込
資
本
金

•
稹

.
 

立
金
に
つ
.い
比
較
す
れ
ば
上
表 

の
如
く
で
あ
る
。

.尙
、

本
表
へ

は

「

大
日
本
帝
國
銃
計
年
It」 

j

u作
成
し
た
。
揭
上
數
字
は

明
治
三
七
年 

五
月
七
日

1

〇
〇
〇
萬
磅

-

年
六
分I

七
.ケ
年

百
'

II

付
‘九
三

.
百II

付
九

o

海
關
税
收
Ai

明
治
三
七
年 

二
月
八
日

j 
ニ

〇

〇

.

.
萬

磅

:

年
六
分

r 

七
ヶ
年

百 

付
九
〇

百
土
，付
八
六
年

海
關
税
收
入 

<第
ー
1擔
保)

明
治
三
八
年 

三
月u

四
日

三
〇
〇
〇
萬
磅

.
年
四
分
半

ニ
0
ヶ
年

.百
？
付
九0

百

！

I

付
八
六
半

煙
草
專
賣 

全
收
入

吿

•
大
蔵
省

•
四T

1

五〜

.八
頁 

參
照
。

)

募
集

關
ス
ル
f

第

同

第

m

第

三

.间

.(

駐
三)

外

債

募

集

は

、.^
表
 

の
如
ぐ
前
後
三
囘
に
亘
つ
て
行 

.は
れ
た
”

：

‘

:

尙
、
'こ
X
に
い
ふ

5
集
年 

月
日」

と
は
、
商
議
成
立
の
日 

で
あ
る
0 

. 

• 

■

外
債
寡
集
に
當
り
、
そ
の
條 

枰
が
、
政
府
當
局
匕
於
て
も
葛

'
 

に
，滿
た
ざ
る
も
の
で
あ
つ
た
こ 

と
は
、
.
次
の
記
述
に
徵
し
て
も 

明
ら
か
.で
あ
る
，
卽
ち
、：

第j. 

间
の
、.募
集
條
件
一
に
就
き「

成
I
 

'ル
へ
ク
其
發
行
條
件
ヲ
改
善
シ

林

業

‘史
硏

'究

(
I
)

旦
發
行
額
ヲ

%

加.
セ
ン
•
ト
欲
シ

…

交
渉
セ
シ
メ
タ
ル
モ
政
府
手
取
金
ヲ 

上
セ
テ
九
十
ト
，爲
シ
.

タ
，，ル
'卜
及
關
税
收
入
擔
保
ノ
要
求
ハ
毫
モ
我
行
政 

權

I
I

對
シ
テ
干
渉
ス
ル
ノ
希
望
ヲ
.有
ス
ル
モ
ノ

 

ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
確
ム 

ル
ヲ.
得
タ
ル
ト
ノ
他
其
條
件
ヲ
變
東
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス

…

。
此
ノ
如
ク 

八
ん
債
發
行
ノ
.條
件
ハ
未
タ
滿
足
ス
へ
キ
モ
ノ

 

ニ
非
サ
ル
，
ミ
ナ
ラ
ス
撸 

保
ノ
承
諸
ハ

…

他
日
一
一
於
ヶ
•ル
外
債
募
集
ノ
累
ト
ナ
ル
虞
レ
ナ
シ
ト
セ 

サ
ル
モ

…

政
府
ハ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
該
修
件
ヲ
，以
テ
寡
集
ス
ル

n

ト
ト
. 

ナ
シ
：..」

と
述
べ
、
.
第
二
同
に
就
て
も
.

「

政
府
ニ
於
.
テ
ハ
成
ル
；へ
ク 

I

時
ニ
甙

&

萬
磅
ヲ
寡
集
シ
殊
ニ
手
取
金
ヲ
九
十
以
上
ト
爲
ス
ノ
希
望 

■
ヲ
有
V
..
.

協
商
セ
シ
メ
タ

9 
:

龠
時
第
一

.

囘
英
货
公
債
ノ
市
價
ハ
倫
敦 

■I

於
テ
ハ
約
九
拾
四
磅
半
紐
育
，ニ
於
テ
ス
更

-ー
稍
低
キ
ノ
狀
能

二
在
9 

'
タ
外
ヲ
以
テ
政
府
ハ
條
件
ノ
改
善
，一
望

'
、
、
ヲ

絕

チ

…

商

議

ヲ

進

行

セシ
 

メ
タ
リ

…

是_

リ
先
：
4

海
事
件
.
ー|
關
ス
ル
.英
露
交
渉
ノ
 

n

ト
ア
リ
市
’

:

:
 

V 
-
.

.四 I

一
 I

.
.

.

(

五 

0 七)
■ 

' 

.
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三
，田
學
會
雜
鲱
：
第
四
.十
七
卷
.
第
五
擺

場
.ハ
大 
一-
#戒
..ヲ
加
广…

，
資
本
家
.
ハM
一一發
行
價
.額
：ヲ
九
.十
、
政
府
手 

.取
金
ヲ
'八
十
六
半
ト…

セ
ン
：

n

卜
ヲ
驳
請
セ
?

‘
■
政
府
ハ
:̂
レ
ヲ
容
，ル
.
 

ルゴトトシ

…
」

と
記
し
て
ゐ
る
。
第
三
同
の
條
件
も
'右T

ー
囘
と
同
様 

不
滿
足
な
が
ら
も
こ
れ
を
受
豁
す
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
カ
藏 

省

•
前
掲

#
•四
〇

一〜

六
四
頁
參
照
。

)
.

.

(

眭
四)

：
戰
費
調
達
を
自
的
と
す
る
增
躲
は
、
前
後
.ニ
囘
行
は
れ
、
夫 

々
、第

1

次
非
常
時
別
税

• 

§一
次
非
常
特
別
税
と
呼
稱
さ
れ
て
ゐ
る
。
 

そ
の
詳
細
は
大
蔵
省

.
前
揭
書

•
.七i 

i
一一0
七
頁
に
つ
い
て
見
ら
れ 

た
い
。
槪
舉
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

.
「

日
露
干
戈
ヲ
交
フ
ルI

一
方
リ
巨
額
ノ
軍
事
費
ラ
支
出
ス
ル
ノ
必
要
ヲ 

生
•
'
ゾ
之
ヲ
支
辨
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
.以
テ
非
常
特
別
挺
法
案
ヲ
第
二
十
囘
帝 

國
議
會

-

1.

提
出
シ
タ
ル

1
1議
會
ハ
多
少
ノ
修
.疋
ヲ
加

< 
テ
政
府
ノ
畠
案 

ヲ
可
決
シ
明
治
三
十
七
年
三
月
法
律
第
三
號
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
布
セ
ー
フ
レ 

.

.四
月一

日
ョ
リ
施
行
セ
ラ
レ
タ
リ
是
レ
實
一
一
第
一
次
非
常
特
別
說
ナ
リ

ト
ス 

.

第

一
次
非
常
特
別
税
ハ
地
祖
、
營
業
銳
、
酒
稅
、
砂
糖
消
費
税
、
醬

.
 

油
税
、
登
錄
税
、
取
引
所
税
、
狩
獵
免
許
税
、
鑛
業
銳
及
各
種
ノ
輸
入
.
 

税
ヲ
增
徵
シ
毛
織
物
及
石
油
ニ
消
費
税
ヲ
課

'ゾ
民
亊
訴
訟
印
紙
ヲ
增
贴

セ
シ
ム
ル
工

.̂
H
リ
：
. 

•

此
ノ
如
ク
非
常
特
別
税
ヲ
起
ス
ト
同
時
ニ
政
府
ハ
一
方
1ー.於
テ
稀
法 

ノ
改
正11

依
リ
歲
出
ノ
節
減
ヲ
爲
シ
他
.ノ1

方
二
於
テ
、ハ
土
地
毫
帳
騰 

本
手
數
料
ヲ
%•
加
シ
且
登
錄
手
續
ヲ
改
.正
'

V

テ
歲
入
ノ
%
加
ヲ
計
ル
ノ 

.
 

計
劉
ヲ
爲
セ
リ1

■

:

.

——

：

.

'四

四

(

五
0
八
.

)

「

戰
称

\
發
展
. 一

I

伴
ヒ 

>
;重ネ
.テ
歲
入
ノ
%
加
ヲ
計
ル
ノ
必
耍
ァ
リ
非 

常
特
別
秘
法
中
改
正
.法
案
ヲ
h第一

一
十
一
帝
國
議
食
一
一
提
出
シ
タ
ル
ー
”議 

會
パ
多
少
ノ
：修
正
ヲ
加
へ
テ
之
ヲ
可
決
シ
明
治
三
十
八
年
一
月
法
律
第 

1

號
ヲ
以
テ
.其
發
布
ヲ
見
.ル
チ
至
レ
リ
是
レ
實
エ
第
二
次
非
常
特
別
税

ナ
リ
ト
ス 

*

第
二
次
非
常
特
別
稅
ハ
地
祖
、
營
業
稅
、
所
得
税
、
酒
税
、
砂
糖
消 

費
親
、
登
錄
税
、
取
引
所
狁
、
狩
獵
：免
許
税
、
-鑛業
稅
、賣
藥
營
業 

說
、
印
紙
税
、
及
各
種
ノ
輸
入
稅
ヲ
增
镦
シ
新
一
一
小
切
手
ニ
印
紙
税
ヲ 

砂
金
採
取業

#
！

一
砂
盛
採
取
地
税
ヲ
汽
車
、
電
堪
、
汽
船
ノ
乘
客
二
通 

行
，税
ヲ
毛
織
物
以
外
ノ
織
物
‘
-！消
費
税
ヲ
繭
、
米
及
粒
ニ
輸
入
税
F
課
.
 

シ
行
政
訴
訟
ノ
.書
類1-

印
紙
ヲ
貼
'用
セ
.シ
ム
ル
ニ
在
リ
而
シ
テ
繭I

ー
輸 

'入
說
ヲ
課
ス
.ル
ハ
議
會
ノ
修
正』一

.依
ル
モ
ノ
ナ
リ 

.
•斯
ノ
如
ク
非
常
特
別
秕
ヲ
增
ス
ト
同
時
一
一
相
續
税
ヲ
創
設
シ
鹽
ノ
專 

賣
ヲ
開
始
シ
國
家
急
須
ノ
需
驳>1

應
シ
タ
リ…

」

尙
、
當
時
の
賃
銀

•
物
價
の
關
係
は
次
表(

次
頁
に
.
.揭ぐ)

の
如
く 

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
勞
働
時
間
の
延
長
に
伴
ふ
.實
質
賃
鈒
め
切 

下
げ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ふ
な
い
。
 

■

•(

註
五)

'こ
の
點
に
つ
い
て
は「

余

(

伊
藤
統
監—

筆
者
註)

の
見
る 

と
こ
に
依
る
と
滿
洲
方
面
に
於
け
る
日
本
の
權
利
は
、

講
和
條
件
に

.
 

依
つ
て
露
國
か
ら
譲
り
受
け
た
も

.の
、
.卽ち
遼
東
半
島
祖
借
地
と
鐵
道 

ぬ|:
い

無I

の
で
あ
る
.。…

滿
洲
は
.決
し
て
我
國
の
屬
地
で
は 

無
い
、
純
然
た
る
淸
國
領
土
の一.

部
で
あ
る
。
' 

(

傍
點
筆
者)

」
(

平
塚 

.篤
編

.
績
伊
藤
博
文
祕
.錄

.
昭
和
五
年
刊

.
四
〇
七〜

八
頁
。)

と
い

|

I
m
m

fe
和

I

1

I

平均物似指數 
平均货紈指數

(本表ハ農商務統計表ニ據ノレ）

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907

ふ
言
葉
に
對
し
て
、
そ
の
鐵
道
さ
へ
%■「

小
村
が
一
一
.ュ
I
3

1
ク

金
融
. 

資
本
家
に
操
ら
れ
.
.て
は
じ
め
て
可
能
.
.

(

滿
鐵
の
獨
占
經
營
が
丨
筆
者
• 

.

6

と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
：つ
た
。」

(

信
夫
淸
三
郞
.

外
交
論
.

.

昭

, 

和

一
1

年
刊
♦
一
 

七
七
頁
。)

こ
と
を
；考
へ
.
併
せ
れ
ぼ
十
分
で
あ
.
る
。

.
30
12
0

10
00
.

90
次

.

.

.
1 

.

.
1

1、

指

數

年

-
 

-
 

-
 

S
六
，

)

こ
れ
.に
就
.て
は
、
黑
龍
會
.さ
：へ
も
、
次
の
如
く
記
し
て
ゐ 

る
6 

.
「

現
に
：沙
河
に
白
鳟
兩
軍
ず
對
陴
.し
'て
.
'ゐる
頃
，に
於
て
さ
べ
、

我

_

林

業

史

硏

究

C
1
)

• '

が
軍
は
彈
藥
の

'缺
乏
.に
惱
ま
さ
れ
て
ゐ
た
上
に

、…

泰
天
の
犬
攻
擊
で 

更
に

.多
大
の
：犧
牲
.を
掷
っ
た
後
で
は
戰
爭
を
繼
績
す
る
上
に
一
層
の
不 

安
が
募
っ
て
來
て
ゐ
.た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
國
民
の
義
勇
の
問
題
で
は 

な
ぐ
て
.、
國
カ
の
懸
隔
、
經
濟
力
の
優
劣
、
軍
需
工
業
の
未
發
達
と
い 

;ふ
舞
に
ど
ぅ
す
る
こ

.と
も
出
來
ぬ
問
題
に
.繁
が
る
弱
點
に
因
る
も
の
で 

あ
っ
た
。(

傍
'點
筆
者)

」

■

(

黑
龍
會
縞

.東
瓯
先
覺
志
士
記
傳

.，中
卷

.
 

昭
和

.一
〇
年
刊
，
一
四
八〜

四
九
頁
。)

，

餘

七)

.日
露
戰
银
の
擔
當
者
で
あ
る
桂
內
閣
が
、
ブ

>
ジ
ョ
ァ
'ジ 

I •

地
主
と
絕
對
的
制
勢
力
と
の
苟
合
の
上
に
築
か
れ
て
ゐ
た
こ
と 

は
疑
ひ
な
き
事
實
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
田
中
康
夫
，
政
黨
及
び
憲
政 

;史

:*
日
本
資
本
主
.義
發
達
史
講
座•

第
二
部
，
昭
和
.七
年
刊V

參
照
。
 

ノ
6

6:
,紙
會
民
主
黨
の
結
成(

.
1九
.〇
一
.年
五「

月
ー
一
〇
日)

は
、
勞 

働
者
に
.ょ
る
政
權
要
.望
.の
具
體
-化
と
も
考
ベ
.ら
れ
.る
。
乍
然
、
こ
の
時 

K-
於
て
も
亦
、
そ
の
後
に
現
は
•れ
た
幾
多
の
勞
働
爭
議
に
於
て
も
、
社 

會
民
主
黨
.は
勞
働
者
を
.「

っ
の
：組
織
の
下
に
、
：且
、
同

一

の
.岡
爭
理
念
，
 

に
基
い
て
指
導
す
る
力
を
缺
い
て
ゐ
た
。

い
は
ば
、
民
主
的
勢
力
の
.搖 

籠
期
と
も
.稱
す
べ
き
で
あ
：ら
ぅ
か
。
詳
し
く
は
、
.前
掲
講
座
'•
小
川
信 

• T 

•勞
働
者
の
.狀
邈
及
び
.勞
働
運
動
史

•參
照
。

.

:

.

 

.

(

註
九)

.對
外
關
係
に
っ
.い
て
、

T

'

H

•
ミ
ニ
フ
ー
ド
は
、. 一.

九0

六 

年

(

明
治
三
尤
悉
早
ぺ
も
灰
勿
如
く
指
摘
し
て
ゐ
る
。

「

猫
東
問
題 

そ
解
決
す
る
ど
こ
る
で
な
く
、
平
和
は
そ
れ
を
戰
^-
が
起
る
以
前
と
同 

樣
に
未
解
決
の
狀
態
の
ま
X
に
殘
し
た
。」

T. H. Jytsard; The. 

..xsew !Far East, 

an. examination, into the.. Newpositi-

四

五

(

芄
〇
九)
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a
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a
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e
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i
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c
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t
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h
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t
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.
o
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t
h
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ニ
： 

'

:.

ベ

.

.

：

.
我
が
國
の
林
業
に
對
す
る
積
極
的
.な
保
誰
，
育
成
策
從
、ご
ー
九
〇
七
年
：
. 

(

明
：治
四
〇
年)

の
森
林
法
改I E

と
な
っ
て
具
體
化
し
た
。
，
乍
然
、
既
に 

我
が
國
林
業
.の
內
部
に
於
て
成
長
し
っ
っ

あ
.
っ
た
幾
多
の
異
質
的
要
素-:
' 

は
、.
新
た
な
莉
林
法(

以
下
‘

改
正
森
林
法
.と
贿
稱
オる)

の
施
行
に
當
',
.: 

り
、
.除
外
例
の
設
萣
を
强
く
要
請-1
.
た
の
で
あ
る
,0
と
：の.結
果
？
改
I H

森 

林
法
の
對
象
ば
著
し
く
緖
少
さ
れ
、
.
實
質
的
に
は
、
樺
太' .
-

北
海
遨
*.

朝

，
 

鮮
'*

沖

繩
*

臺
灣
を
#

く

「

公
有
林
£

寺
#

#

^
私

霖

J

に
限
定
さ
.

:れ
る
こ
と
と
な
っ
i
r°H
r
目
す
れ
'は
、
改
正
森
林
法
制
定
の
.目
的
は
、
所

，
 

謂

「

內
地j*

に
.於
け

る「

公
有
林

.社
寺
有
雙
私
有
林」
0:
保
識
.と
育. 

成

1
に
あ
：っ
た
'0
で
あ
る

,'
°
そ

盘

、
改
正
森
林
法
の
研
究
は
、
次
に
.示
，
 

す
一
一
っ
の
：齡
點
に
基
.ぃ
て
行
は
れ
る
こ
と
が
：菌
ま
し
い
。
卽
ち
、
.そ
の
第

.
 

一
は
、
改
H
霖
法
に
附
與
さ

.れ
た「

制
限
|
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
か 

で
あ
り
、
第
ー
ー
に
は
、
か
か
る
制
限
を
負
ふ
た
改
正
森
林
法
が
、
.我
が
國 

林
業
に
如
何
な
.る
影
響
を
及
ぼ
し
た
.■か

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
然
し
、
第 

一
の
^

®は
、
こ
.れ
を
別
稿
に
讓
り
、.
.本
稿
に
於
て
は
、.
硏
究
の
目
標
を
.
 

諂
一
一
の
問
題
に
集
約
し
、
前
者
は
必
要
な
观
り
に
於
て
觸
れ
る
こ
と
と
す 

る
。

蓋
し
.、
第
一
の
問
題
.は

.

「

制
限」

.
'の
内
容
を
構
成
す
る
御
料
林
.，
一
 

國
有
林
の
成
立
過
程
と
共
に
矾
究
さ
る
べ
き
.も
の
，と
考
ベ
る
か
ら
で
あ

西

六

(

五
ー
〇)

■

-
る
0
. 

■ 

. 

•

.
Mて
、
1
一̂：一，の
W
に
^
へ
る
順
序
と
し
て
、
.我
>-
、
は
、■先
ず
、
そ
の
常
- 

時
、
 

秫
業
に
興
べ
ら
れ
て
ゐ
た
經
濟
的
地
位
を
振
返
.つ
て
み
や
ぅ
。

:

「

未
だ
嘗
つ
.て
基
本
的
生
產
の
手
段
と
し
一
て
の
役p

を
演
じ
た
こ
と
も
な 

.
:く
、基
幹
產
業
の
概
念
に

.$
へ
：ほ
ど
遠
い
_

が
'我
が
國
經
濟
構
造
の
中 

に
ぢ
つ
て
、
：.極
め

.て
低
位
に
置
か
れ
て
ゐ
た
％
あ
ら
5」

.と
は
想
像
に
難
.

.く
な
い

,0
そ
れ
に
も
拘
ち
ず
、
こ
れ
.を
良
體
的
に
例
ー
ボ
す
る
こ
と
は
誠
に
：
 

，困
難
で
あ
る
。
'い
ま
、
そ
の
概
要
を
知
る
爲
.に
、
.：敢
へ
て
第
一
表(

.次
頁)

.

.を
掲
げ
、
こ
れ
に
基
：い
て
.一
九
0
ー
¥
と」

.九
0
六
年
と
の
生
產
額
を
比
，
 

較
す
れ
ば
、
.次
の
.通
り
で
あ
る
。

'
'

林水米鑛織
. , M .

產收 
' ' 獲 ：
業業高業物

農 工 . 

業 業

項

目

r •

ハ /"\ へ へ へ

— -ト十：十十
レ リ V / レ ^

、ニ ニ九四 
一'四五三六 
% % % % %

減九 
比〇

，に
4 對

袷

、イo
減六 
年 

%<o

:

こ
れ
に
依
れ
ば
：
林
業
は
、
そ
の
生
產
額
に
.於
て
、
.僅
か
に
A
水
産
業 

の
優
位
に
あ
る
と
は
い
へ
、
’雨
者
共
に
、
他
の
產
業
に
對
す
る
劣
勢
.は
覆 

.ひ
得
な
い
。
.更
に
、
そ
の
墻
加
率
を
考
へ
た
場
合
、
秫
業
は
、■
他
の
產
榮 

.と
は
逆
に
、
' 獨
り
滅
退
さ
.へ
亲
U
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

,

:
こ
の
結
果
は
、
.明
か
に
、
鼓
禾
生
產
の
停
麗
を
靈s

る
も
の
で
あ
り 

同
時
に 

> 

.

林
業
.の
經
濟
納
地
位
に
關
す
，る
前
記
推
論
に
對
し
て
積
極
的
根

Chinese.. E
m
p
i
r
e
,

 N.. Y
.
1906. pp* .1 〜

2,.

V-v M H H <0 CO <£> <D <D CD O O S  O O O O Ol CO CO
匁 ^ 々 勺  ̂ ^  

ハ ハ /^\ハ*55 5̂  ̂ <55  ̂ ^
漆^ CO CO CO CO CO o  co o> cn

そ  ̂  ̂  ̂ {it 
り  v̂y トノ ゾ

^  /

、 卜 ' 

丨 : M

tS? to ^  Va m v-a b5 hA orj CO CO Ol 00 p  rfx O 00 
ts5 CO bi VA to M h ^ 93 oo cp oo oô  o  cn -Q o> di -qlH
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米
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■

據
を
與
ぇ
る
も
の
と
考
へ
て
差
茭
へ
な
い
で
あ
ら
-ぅ
。
更
に
、
第
二
表
'
. 

,(

四
八
頁
上
段)

に
於
て
も
、
我
々
は
、，
か
か
る
結
論
を
變
更
す
べ
き
何 

等
の
理S

も
見
出
す
こ
と
は
出
來
な
い
。

乍
然
、

「

竹
木
材
1 ^
_
製
品
.一
.の
項
に
記
さ
れ
た
約
七
、〇
九
八
千
圓 

に
達
す
る
_
扮
超
過
額
は
、
.我
が
國
林
業
に
看
過
し
得
な
い
意
義
を
附
加
: 

十
る
も
の
.で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
林
業
‘は
、
こ
の
事
蓖
に
依
つ
て
、

, 

假
令
ー
時
的
で
は
.あ
れ

、

|

1の
任
務
を
委
ね
ら
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で

ぃ

.卜
べ 

X
,
,
.
: 
一：
;.
.
;
' 

,
'
, 

r

,

林
.
業

史

研

；

究

(. 一)：

' 

•

日
露
戰
爭
に
ょ
っ
て
、r

財
源
は
す
べ
て
使
ひ
は
た
し」

「

政
府
は
國
民
. 

^
.課
稅
す
る
こ
と

.%
出
來
な
い
し
、
公
俊
を
發
行
す
る
こ
と
も

出
來
な 

.い」

'狀
態
に
，追
ひ
込
ま
れ
た
我
が
國
が
、
全
ゆ
る
產
業
に
對
し
て
盲
昆
的 

保
護
助
.展
策
を
採
る
上
同
時
に
、
原
i

業
の
.成
果
を
轍
出
に
振
向
け
て 

行
づ
た
の
は
Y
極
め
て
當
然
な
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
竹「

明
治
三
十
七
年 

一
月
.以
降
實

—約
九
千
萬
圓
ノ
正
貨
流
佚y

避
/
更
火
翌
年
ょ
り
は
、
外 

僙
利
子
の
み
に
て
.%■
年
々
' 

1

、
三
O

O

Hの
負
擔
を
持
っ
政
府
に
と
っ
； 

て
財
源
涵
養
の
捷
徑
と
觀
ぜ
ら
れ
た
.の
で
あ
ら
ぅ
。
從
っ
て
、林
業
も
亦
、
.

四

七

(

五
一
.

I)



「第二義•一九〇六年に於ける轍出入價額め概要」

輸出入額
項 目 ヽ 、 ^ 輸 出 額 輸 入 額

輸出入差額 
( + )出超o )み超

總 ; 額 447,401
T-n

465,013 (一） 17.61X
綿灰綿絲綿布 (一） 64,723 108,618 ( 一） 51,895
齑 项 鑛 產 物 (ニ) 43,100 38,597 ( 十） 4,503
穀 物 典 镩 子 （三) 4,725 39,933 ( 一） 3 を 208
魚 介 •海 草 (四) 8,673
竹木及同製品（五） 11,118 4,016 ( + ) 7,098

(

S

本
表
は
料

-
㈥
を
除
き 

大
日
本
帝
國
第
：三
十
統
計
年
，鑑 

ょ
り
引
用
し
た
。
何
れ
も
揭
上 

.寧
位
以
下
切
捨
。
料
は
、
農
商 

務
統
計
表「

重
耍
鑛
產
物
輸
出

-
 

入
慎
額
累
年
比
歐 J 
ょ
リ
引
用
。
 

.
 

㈥
ば
前
記
統
計
年
鑀
中
に
輸
出 

と
同
一
項
目
の
輸
入
額
が
記
載 

さ
れ
て
.ゐ
な
い
爲
、「
其
の
他」

 

に
合
ま
れ
た
、
.チ
ー
ク
材
‘
.丸 

材
及
角
材

•籐

•
コ
ル
ク
栓

•

.パ
ル
プ
の
價
額
を
合
訃
し
た
も 

の
で
：あ
る
。
侮
こ
れ
に
就
て 

は
、
：
註
五
を
參
照
さ
れ
た
い
。

:

结

田

雰

雜

誌

第

四

十

七

卷

第

五

號

；：.：.

V .
こ
の
意
味
に
於
け
る
一
般
的
M
則
に
服
し
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
 

乍
然

'「C
滿
洲
に
於R

-

筆
者驻

：}

今
や
開
放
と
な
：り
し
十
六
都
市
に
於 

け
る
折
角
：の
好
§
場
を
.得
た
る
>
機
と
し
、
他
國
品
を
誠
倒
し
て
我
獨
占 

市
場
た
ら
し
如T

V
き

「

背

%」

一S

秘
め
た
政
府
.の
企
圖
は
、
，必
然
的
に

.

.

.
、
 

四

八

X
五
一
5

h
い
高
度
の
資
本
制
生
產
に
基
礎
を
置
く
諸
外
國
I
特

に

英

.
•
米

雨

國

丨 

.
と
のm

i

的
競
合
を
覺
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
こ
に
於
て
、
 

第
一1

表
の
轍
出
超
過
額
に
凝
集
さ
れ
た
經
濟
的
特
異
性
を
持
っ
林
榮
は
、
 

さ
ぎ
の
一
般
的
規
制
に
從
ふ
と
同
時
に
、
我
が
國
に
淤
て
比
較
的
高
度
の 

資
本
制
生
產
樣
式
を
樹
立
し
て
ゐ
た
特
定
產
業
が
、
自
己
を
整
備
し
、
諸 

外
國
の
そ
れ
と
對
膘
し
得
る
に
至
る
ま
で
、
我
が
國
の
蒙
っ
た
創
痍
を
幾 

程
な
り
と
も
快
癒
へ
と
導
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
林
業 

は
、：
我
が
國
輕
エ
業
I
就
中
、
綿
業
丨
の
滿
洲
進
出
を
積
極
的
に
援
助
す 

ベ
く
、
そ

の「

時」

を
準
備
す
る
任
務
を
も
擔
ふ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に 

加
へ
、
國
內
に
於
け
る
木
材
需
要
の
H

一.

前
記
一
般
的
規
制
を
强 

化

•
.歪
曲
し
、
森
林
の
持
っ
多
樣
办
る
役
割
を
無
視
し
、
林
木
の
商
品
化 

.の
み
を
急
ぐ
結
果
を
齎
し
た
。
然
も
、
が
か
る
過
程
が「

上
か
ら」

企
圖 

さ
れ
强
行
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
具
體
的
結
晶
と
も
い
ふ
べ
き
改
正
森
林
法 

が
、
力
點
を
何
れ
に
求
め
た
か
は
推
測
に
難
く
な
い
。
こ
の
他
方
、
林
業 

.
の
經
濟
的
特
異
性
に
基
く
任
務
の
一
時
的
性
格
は
、
そ
の
經
濟
的
地
位
の 

本
質
的
な
低
位
性
に
基
き
、
纏
て
、
改
正
森
秫
法
に
：一
っ
の
贬
界
を
附
與 

.し
、'
遂
に
は
、
我
が
國
林
業
行
政
に
と
っ
て
、
奇
妙
な
、
然
も
拭
ひ
難
い 

.
宿
命
を
印
す
る
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(

註
一)

明
治
.四p

年
西
月
二
三
日
、
法
律
•
第
四
三
號
を
以
て
公 

.布
。
施
行
は
.、
明
治
四
一
.年
'一
月一

日
で
あ
る
。

(

明
治
四
0
年 
一
ニ 

月
ニ
.五
日
、
勅
.令

•第
三
四
六
號「

森
林
法
施
行
期
日
ノ
件J}

■

(

註
ニ)
ゝ
改
：茈
森
林
法
は
'、
御
料
林
*
國
有
林
を
夫
々
適
用
範
圍
外
に 

'
置

ぃ

た
.°
.
卽
ち
、
婶
料
林
は「

明
治
三
十
九
年
：
御
料
局
は
山
林
局
に

對
C
御
料
林
の
除
外
例
を
求
め
、
國
有
林
と
同
列
の
立
場
に
立
っ
樣
改

.. 

.
正
を
希
望.
し
、
森
林
と
'あ
っ.
て
，從
來
疑
問
の
個
所
を
公
有
彬
•.社
寺
有
；

林
•

民
有
林
と
列
擧
し
、
御
料
林
を
除
外
す
る
こ
.
と
を

致
M

し

た」

‘

•

(

帝
室
林
野
局
•

帝
'
室
林
野
局
五
十
年
史
•
昭
和一

四
年 

一
0

月
刊
•

H
.5
T
L八
：頁

-
の
で
あ
る
が
.、
こ
れ
は
、
吧
ぼ
西
一
一
一
，年
め
皇
室
財
產
令
の 

制
定
に
伴
ひ
：.

「

森
林
法
；
は
御
料
林
に
準
用
，あ
る
も
の
1
.と
解
釋
？
れ
，
 

る
に
至
っ
た
。(

同
書
：
四
〇
，〇〜

五
頁
。
傍
點
筆
者
。)

尙
、
國
有
林

.' 

'と
雖
.も
、
森
林
法
に
對
し
て
完
全
な
例
外
的
地
位
'を
占
'
.めて
，ゐ
'た
譯
.で

,
 

'は
，な
い
。
然
し
、
か
乂
る
顧
則
ば
、
4
八
九
九
年(

明
治
三
、
~:
.年)

■三 

-

月
公
布
さ
.れ
&「

國
有
林
野
法」

(

法
律

•第
五
八
號)

k
に
、
そ
れ
に 

續

'1

聯
の
規
定
.を
以
て
、
■事
實
上
無
視
若
し
く
は
例
外
解
釋
が
採
ら 

れ
て
來
た
の
で
，あ
る
。
從
：つ
て
、
，改
正
森
森
法
に
對
し
'
.ても
、
正
確
に 

は
、
'前
者
は
要
望
で
あ
り
、
'後
者
は
旣
成
事
實
た
る
例
外
的
地
位
の
確 

認
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
か
。
■/
.

.

(

胜
‘三)

森8
：

法

，
第

八

章
.
•
附
則
•

第
5

ハ
倐 

;

此
海
道
■
•

沖
繩
縣
其
ノ
他
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
.
ル
島
嶼I

I

付
：テ
ハ
本 

法
中
保
安
秣II.

關
ス
ル
規
定
.1!

限

リ

：之

ヲ

施

行

ス
.

■前
.現
ノ
他
本
法
ノ
規
定
ヲ
施
行
ス
ル
ノ
必
盤
ア
ル
：モ
ノ
ハ
.勑
令
ヲ
以 

テ
.
之
：

N

定

ム

：

•

.前
ニ
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
勅
令
ヲ
以
ず
特
例
ヲ
設
ン
ル
コ
ト
ヲ
得 

(

胜
四)

 

'本
表
に
於
て
は
、
例
'へ
ば
、
永
產
業
を
f t

獲
高
價
額
を
以
て 

，
代
表
さV

た
が
故
に
、
鹽
の
生
產
額
ゅ
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
。
.
從
つ
.
：て
、

.

.
極
.
め
て
槪
括
的
表
瑰
で
あ
る
£

と
.
を
附
記
し
て
.
置
ぐ
°.■ 

’

.

.

.

.

林
樂
史
硏
究
，

a
)

(

註
五〕

こ
.の
数
字
ゆ
、へ
原
#

の
，撰
擇
如
何
に
ょ
リ
か
な
り
の

.變
動
が 

..あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
：ば
.な

£>
■
なS

。
例
へ
ば
、

「

竹
木
材
及
同
製 

品J

の
輸
此

•'
入
額
を
農
商
務
統
計
表
に
據
つ
て
求
む
れ
ば
次
の
通
り 

’
で
あ
る

°;
卽

t>
、

/ 

輸
出
價
額
。
；(

木
材
ン
茶
箱
用
材
.

憐
寸
軸
木
：
竹
材
の
訃)

九
、
五
七
五
、
ニ
〇
九
圓 

、

.
輸
入
'價
額
。，(

木
材

''
.
チ
ー
ク
材
の
計)

.

,
,
,
1
.

、
1
1五
九
、
八
五
九
圓 

,

差
引
、
輸
出
超
過
額
。
八
、
.
1
2五、
三
五
0
圓

:

•

亦
、

こ
の
，輸
入.價
額
を「

重
要
輸
入
品
要
覽」

(

明
治
四U

年

•
農
商 

•

'務

省

刊

編

> 
ニ
七
2£
頁
。)

.

.に
つ
い
て
み
れ
ば
、：

.■

輸
.|入
價
領
.
。-
:
.
.

(

チ
.
丨
ク
.财
•

板
*

丸

材

及

角

，材
>

紫

擅
‘

桐

•
其

ノ

他 

-

"

ノ 
木
材)

、

：

'
.
'

'
I
、

三
西
.三
、
八
五
九
圓

,•
. 

へ

.
 

と
なa

、：.

共
に
相
當
の
解
り
•を
示
し
.て
ゐ
る
。
. 

.
 

,(

註
六)

黑
龍
會
編
，
前
掲
書
，•
四
三
五
頁
。

:(

註
七
.

) 

'明
治
三
七

r
A年
戰
時
財
政
始
末
報
告

•
四
ニ
五
頁
。

C

驻
八)

同

寄

，
四
一

1

四
：頁
•
四
四
九
頁
。：

ン 

.

(

註
九)

明
治
三
八
年1

三
月
二
七
日
附
.
東
京
日

々

新
聞
社
說
。

(

註I

〇)

.

.

「

日
本
政
府
は
、
滿
洲
に
於
て
門
戸
開
放
を
維
持
し
、
該 

地
方
を
中
國
に
還
附
す
べ
：き
立
場
を
依
然
と
し
て
'，
と
る
旨
を
聲
明
す 

べ
き
'こ
と
を
訓
令
し」

(
一

九
〇
五
年
四
月
ニ
五
日
、
小
村
外
相
ょ
り 

高
平
駐
米
公
.使
へ
の
訓
電
.、
信
夫
淸
三
郞
著
ノ
此
代
日
本
外
交
史
•
吗

:

四
九

.

.( 五
：：！.

三)



. 市場名 

年度
東 京 大 阪 . 名古屋、物《壻數

1903年(明治36年） 

1904年̂:明治37年） 

1905年(明治38年）

6,742,186

7,097,038

1,762,332

1,406,034

1,804,657

R
1,226,319

1,226,650

100

108

116

プ^ * r r —  一
■： .，•.へ. ‘- . '..l  ペン • ； . . ' 一.：'•.プ '•バ • い / . . . . . . .ン ; : V -

物潰

H

献

に

.述
べ
た
，
我
が
國
林
業 

:

の
經
濟
的
地
位
と
い
ひ
、
或
ひ 

:

は
、
，
そ
.の
枉
務
と
稱
す
る
も
、

.
 

そ
れ
等
は
、
果
む
て
如
何
な
る 

.實
體
か
ら
醸
成
さ
れ
て
ゐ
た
の 

，で
.あ
ら
ぅ
か
。
我

.々
は
、
.視
線 

を
、
称
業
の
內
部
霸

g
轉
ず

る
こ
と
と
す
る
。
.

•
我
が
國
秫
野
の
總
面
積
は
、
.

過
去
に
於
て
、
幾
度
か
„

動

を
經
驗
し
た
の
で
あ
る
が
、

一

八
九
八
年(

明
治
三j

年)

以

降
、

.ー
應
の
安
定
が
窗
ら
さ
れ 

§

〕

.た
。
卽
ち
、
そ
の
概
要
は
次
の 

通
り
で
あ
.る

(

次
頁
上
段)

。

.
こ
の
結
果
、
.一:

九
〇
六
年
に 

於
け
る
我
が
國
總
面
積
の
約
六 

五
^
は
山
林

•
原
野
に
屬
し
、
 

原
則
的
に
は
.

〗

.そ
の
悉
く
が
、
.森
林
法
の
對
象
を
形
成
し
て
ゐ
た
の
で
あ 

る
0
こ
.の
事
實
は
、'
我
が
國
林
野
に
寄
せ
ら
れ
た
の
異
質
的
期
待
と 

相
俟
っ
て
、
森
林
法
の
重
要
性
竝
に
、
そ
れ
が
內
包
す
べ
き
性
格
の
多
樣 

性
に
關
し
て
多
大
の
示
唆
を
興
へ
て
ゐ
る
。
次
に
、
と
れ
等
の
林
職

額•東京•大阪は賣捌高、名古屋は「堀川河岸木材輸入j 
指数は農商務統計表よリ引用。 .

§
 

_ 

.

(

五
.

j 
四)

HI

田
學
會
雜
誌
第
四
十
七
卷
第
五
號

.和
：：

一.
■，七
年
刊
；.

.1:

五j

頁
。)

，「

日
本
國
政
府
及
び
犬
不
列
顚
國
政
府
 ̂

千
.九
.頁
こ
：年1.

月
三
十
日
、
南
國
政
府
間
に
締
結
せ
：
'る協
約
：(

第
.

I

同
：
 

'日
英
同
盟
ィ
筆
者
胜)

，
£
.代
ふ
る
：に
.新
規
約
•を
以
て
'せ
む
こ
と
を
希
望 

.
し
へ
.：
淸
帝
國
の
獨
立
及
M
土
保
•.全
並
淸
國
に
.於
け
汤
列
國
の
商
工
業 

に
.對
す

,?
>
'機
會
均
等
主
義
を
確
實
に
レ
、.
以
て
淸
國
に
於
け
る
列
國
の 

共
通
，荆
益
金
維
す
る
.

…
條
.項
を
約
定」

，.
(
一

九
0
五
年
八
月
一
.ニ
日
調
.
 

印
ヽ

#
ニ
.次
日
英
同
麗
覩
詢
、
前
揭
書
，
ー
四
九
肓
。

)

.し
た
に
も
拘
.
 

ら

ず「

目
下
.へ®
,治

.-
九

.#

.三
月
丨
筆
者
註)

.贫
米
■ノ
質
易
鲁
碑

—蹲 

ン
ト
公
|
セ
ラ
1/
.

居
ル
.rノ
ノ
滿
洲
一
一於
ヶ
ル
日
本
ノ
軍
官
憲
ハ
、

軍 

事
動
作

~依
リ
外
國
質
易
二
.拘
束
ヲ
加
へ
、
•滴
洲
ノ
.門
戶
ハ
、
蘧J

露
，
 

6
ss
>
ハ

 ̂

如
い
い
命-1

比
、

V
、

j

層
閉
，

.セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ナ 

.

.リ。
而
モ
、
其

閉

專

ラ

歐

米

人

i
_
i
對
シ
テ
行
ハ
レ

、
.日
本
人

.

1

對
レ
テ
ハ
開
放
主
義
ヲ：

實
施
ツ
ッ
ッ
ア
リ
ト
ーK

フ
。J 

(
明
治
.三
九 

.
年
三
.
1三
一
.日
、

マ：.

V

ド
ナ
.ル
ド
英
大
，使
よ
り
伊
籐
統
監
へ
'の
書
筒
ノ 

,
 

平
塚
篤
編

♦
前
揭
書
.
.昭
和
五
年
刊

•
三
九
四
頁)

事
態
を
招
ぃ
.た
の 

は
、-，そ
.の
理
由
の
如
何
に
拘
ら
ず
、

IE
に
背
信
行
爲
.と
呼
ば
る
べ
き
で 

あ
ろ
う
:0
'

..

 

-

(

驻

一
I)':

木
材
..
需
給
に
關
す
る
調
整
は
、

「

本
邦
杯
產
物
需
給
調
査 

.
書」

(

帝
國
森
林
會

•大
正
一.1

年
刊)

を
以
て
嚆
矢
と
す
る
。

そ
れ 

故
、
信
憑
度
に
缺
け
る
憾
は
あ
る
が
、:

「

東
京
外
十
一
市
場
木
材
商
況
.
 

調
査
書J

.
(

山
林
局

•
明
治
三
九
年
刊)

よ
り
作
成
し
た
下
表
に
よ
つ 

て
こ
の
事
情
；を
■推
抑
さ
れ
た
い
。
.
.

經營主體ヽ '

目
林野面橫 總林野面溃ニ 

對スル比辦多'
備 4

御 . 

國

料

有

.入 TW步
2.246.00 

12,458.00
2.656.00

%
9.3

51.8
10.6

⑴農商務統計表 
. ョリ作成 
は)揭上單位以下

: 社 , .寺 有 186.00 0.7
私 有 , 6,479.00 27.5

# 24,028.00 100.0

r—八九七年〜一九〇六年の林野面賴推移」

、へ^ 填.目 

年 次 ス 、
二林野總面横 森杯面樹 M 野面.橫

1897年(明治30-年) 

1898年(明治31年） 
1906年(明净39年）

, 19,015,139.40 
24,674,135.30 
24,028,056.10

17,019,308.40
22,686,188.00
22,121,118,50

1,995,831,00
1,887,967,30
1,960,961.60

(註)本表は農商務統#1•表よV作成。

計

私部御'國 

有 分 料 #  

林 林 林 林 '

經 . /  
營 /
M l m

■ »~ -■ 

O

' .1 ■ ■ - •

八 一 
四 Q — 三
ノ ヽ ニ : - パニ

ル產林 
細 野  
產額產
比 ニ 物
率 纖
涔ス生

〇
〇'
〇

<

五，. 三

比ニ用
率對材

ス總 
ル生 
生產 

多產量

〇

g

九 O . 九 
ニ o 人五

比a 薪 
率對材

ス總 
'ル生 
生產 

难量

へ :”:」

ほ

を
'
經
營
主
瞪
の
別
に
街
つ
て

M̂

し

、
.そ
の
結
果
を
揭
げ
や
ぅ
。

ム九〇六年に於ゝ ける

こ
の
表
に
依
據
す
る
な
ら
ば
、
' 假
令
、：
改
芷
賺
法
の
適
甩
範
圍
が

、■ 

國
有
.•御
料
の
各
林
野
に
-I
h

ま
つ
て
.ゐ
た
と
し
て
も
、
.

A

.々
'は
、
，さ
し
^- 

る
疑
義
を
狹
ま
な：

い
で
あ
ら
う
。
乍
然
、
事
實
は
全
く
逆
な
.の
で

ぁ

，
っ
.
て

林業史阱究

(
一
)

:

縷
林
野
面
積
の
約
六1

ズ
を
占
め
る
兩
者
は
'.
既
述
の
如
く
、
唯
單
に
、
 

そ
れ
等
が
國
有
で
あ
り
御
料
で
あ
る』

と
い
ふ
理
_
の
下
に
、
森
林
法
の
適 

用
を
拒
否
し
續
け
て
來
た
の
で
あ
る
。
我
々
：は
、
か
か
る
事
實
が
、.
國
家 

權
力
の
、
或
ひ
は
亦
、
.天
皇
制
支
配
の
强
大
さ
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
る 

か
否
が
■に
就
て
は
.、
連
斷
す
る
こ
と
を
赞
く
差
控
へ
.
'た
い
。
そ
れ
に
も
拘 

ら
ず
、
若
し
、
兩
者
が
、
.蓄
積
量
の
豐
富
さ
を
誇
り
、
美
林
の
多
き
に
醉 

ふ
こ
と
が
出
來
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
他
の
鉢
野—

特
に
私
有
林 

丨
の

_
牲
に
於
て
維
特
さ
れ
て
來
た
こ
と
.を
銘
記
す
ベ
き
で
あ
る
。
左
表 

は
、
こ
，れ
に
對
す
る
直
載
な
答
へ
■と
み
る
こ
と
が
出
來
る
。—

r

一.九
o
六
年
に
於
け
る
經
營
生
體
別
林
野
產
物
生
產
額
竝
に
生
產 

'

-.:
量
比
較
表」

.'
'
-.
■-
 

. 

:

•

:

- 

'

(

註)

本
表
の
數
字
は
\
掲
上
單
位
以
下
切
捨
。

/

.. 

•
; 

• 

•
.

.

.

.

'
 

■
.

、
■.

-

-

-

-

, 

■

-

.

.

.

*■

' 

.
 

.

:

卽
ち
、

-

所
有
林
野
覆
と

.逆
行
す
る
素
生
產
の
序
列

' 
更
に
、
用
材 

生
產
と
薪
材
生
產
に
現
.は
れ
た
著
U
い
破
調
は
、
，國
有> 
御
料
の
各
林
野

.

五一
(

五一

五)

.

,



三
：

E

學

會

雜

誌
.第
四
.十
七
卷
第
五
號

.

亦
、

一.股
的
經
濟
秩
序
の
埒
外
に
あ
つ「

て
、
.夹
_々
‘の
所
#
林
野
を
恣
意
的 

匕
維
持
し
經#
す
る
こ
と
の
砠
双
た
.一，
證

左

で

あ

る0 

,事
實
、
前
渚
を
完 

.へ
尨

大

.な
國
家
財
政
と
、
後
者
を
擁
護
す
る
帝
室
財
產
と
し
m

特 

灌

^

そ̂
れ
に
從
琪
す
る
當
時
の
林
野
當
局
が
も
つ
.特
；權
意
識
と
相
俟
っ 

て
、
'兩
者
の「

理
想
的
林
業
經
營」

.に
何
等
の
憂
ひ
も
感
ぜ
し
め
な
か
つ 

た

.0
乍
然
、
前
揭
の
.一一

表
に
明i
ボ
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
、
所
有
形
態
の
偏
倚

.
 

を
無
踮
1
た
林
業
生
產
の
跛
行
的
繼
續
は
、
我
が
國
林
業
の
生
產
®

?: 

ょ
り
歪
曲
化
す
る
こ
と
に
の
み
役
立
.つ
た
。
具

體

的

に

は

、
，
公

有
,.
社

寺 

有
林
勝
の
著
し
い
荒
駿
と
、
私
有
林
野
の
里
山
か
ら
奥
山
へ
の
急
激
な
移
.
 

行
と
し
て
現
は
れ
た
の
で
あ
る
.。
.八
ム
有
；

n

野
の
荒
駿
が
、
嘗
つ
て
農
民
に 

與
へ
h
れ
て
ゐ
た
、
自
家
用
薪
材
及
至
綠
肥
供
給
源
と
し
て
の「

入
會
山」

.
 

喪
失

H
農
家
經
濟
の
i

を
直
接
的
原
因
と
し
て
ゐ
た
こ
と
は
4
目
を
耍

.
 

し
な
い
。
，從
つ
て
、
か
か
る
事
態
の
防
止

♦復
舊
は
、
舊
慣
習
に
基
く 

「

入
龠
權」

と
、
公
有
林
野
の
管
理
權

•
使
用
權
等
.に
關
す
る
合
理
的
調 

.整
を
装
：抵
と
し
て
考
慮
.さ
る
べ
き
で
あ
つ
た
91

片
の
法
令
を
以
て
、
こ 

れ
を
律
す
る
に
は
、'
餘
り
に
も
重
耍
で
あ
り
且
複
雜
に
過
ぎ
る
も
の
と
い 

は
ざ
る
を
得
な
い
。
，然
し
、
當
時
の
林
野
當
局
は
こ
：の
點
に
.思
.ひ
を
至
す 

こ
と
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
.

然
ら
ば
、
森
林
法
改
正
前
夜
に
於
け
る
公
有
•
社
寺
有
林
野
竝
び
に
私 

有
林
酹
は
、I

般
的
に
、
如
何
な
る
狀
態
に
置
か
れ
、
如
何
な
；
性
格
を

有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
ぅ
か
。
い
ま
、
そ
の
個
々
に
つ
い
て
.i£
觀
し
て
み

4 

, 

.
 

.

.

. 

^

や
ぅ
0
.

.
公
有
秫
野
の
設
置
は
'、：
二

八

八

九

年

(

明
治
'ニ
ニ
年)

：
.の
市
制
町
村
制

、
.

•

五

ニ

s

i

o

-

實
施
に
伴
ふ
部
落
有
林
野
の
統P

を
直
接
的
契
機
と
し
て
惹
起
'ざ
れ
た
。
 

そ
の
目
的
は
、
部
落
有
林
野
：を
市
町
村
に
移
讓
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
所 

謂

r

基
本
財
產
Jgt
l
創
出
し
、
こ
れ
を
恆
久
的
財
源
と
し
て
維
持
V
Wぼ 

.'す
る
こ
と
に
あ

0
た
。
.從
.つ
て
、
か
か
る
試
み
が
、
歡
時
の
內
務
官
僚
を 

母
體
と
し
て
積
極
的
に
謹
さ
れ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
，乍
然
、/

複
雜
な 

，入
會
權
竝
に
饊
亂
せ
る
屬
订
を
內
包
す
る
塞
有
杯
野
を
、
假
令
、
.形
式 

的
で
あ
る
に
せ
.ょ
、
統
一
し
、
ぞ
の
管
现
權
を
變
更
す
る
が
如
き
は
、
彼 

等
の
豫
想
し
た
程
簡
單
に
'行
ひ
得
る
も
の
.で
は
な
か
っ
た
。
加
ふ
る
に
、

.

か
か
る
企
圖
■は
> 
所
有
形
態
の
變
更
と
い
ふ
、
謂
は
ば
、.
形
式
的
操
作
に 

止
ま
る
こ
と
な
く
、
本
質
的
改
變
を
も
促
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
卽
ち
、
 

部
落
有
林
野
は
、
.部
落
民
の
生
活
必
需
品—

薪

材

.•
綠

肥

等

丨

の

供

給

を 

.通
じ
、
部
落
民
の
生
.活
に
密
着
し
たー

そ
れ
故
に
こ
そ
、
部
落
有
林
野
を 

繞
る
慣
行
は
複
雜
の
度
を
增
1
て
行
っ
た
の
：で
あ
る
が
丨
存
在
'で
あ
っ 

.た
。
.然
し
、
部
落
有
林
野
が
、
こ
の
用
途
に
沿
ふ
て
經
營
さ
れ
る
限
り
、
 

計
量
的
數
字
に
現
ば
れ
た
利
用
價
値
は
、
必
然
的
に
.、
.低
下
せ
ざ
る
を
得 

な
い
。
こ
の
事
實
は
、
i

有
秫
野
の
荒
廢
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
屢 

，
々
援
用
さ
れ
、.同
時
に
、
そ
れ
を
市
町
村
に
.移
管
し
財
源
化
を
企
圖
す
る 

人
々
に
と
っ
て
は
、
舊
來
の
經
營
方
針
に
根
本
的
改
訂
を
求
む
る
有
力
な 

丨
恐
ら
く
唯1

のー

根
據
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
擞
言
す
れ
ば
、
彼
等
 ̂

描
い
た
公
有
林
野
へ
の
幻
想
は
、
i

有
秫
野
の
完
全
な
商
品
化
に
他
な 

ら
な
.い
。
そ
れ
故
' 
及
有
林
野
の
創
設
は
、.嘗
っ
て
の
i

有
林
野
に
齔 

す
る
1

民
の
使
用
權
を
剝
奪
す
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
.使
用
權
そ
の
も
の 

か
採
殺
し
.無
意
味
わ
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
勿
論
、
i

民
達
は
、

I
II

63
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り

&I

§

有
林
野
の
か
か
る
變
貌
を
易
々
と
し
て
容
認
し
货
士
け
で
は
な
.い
。
 

そ
こ
に
は
、
涯
し
处
い
有
形
無
形
の
抵
抗
が
綠
返
さ
ハ
ね
，
一
時
は
、
公
有 

.

林
野
設
置
の
意
圖
が
、
文
字
通
り
、
.幻
親
の
域
か
ら
一
歩
も
畠
み
得
な
か 

っ
た
こ
.と
も
事
實
で
あ
る
。
唯
、
こ
の
間
に
I

有
林
野
：は
荒
れ
に
荒
れ 

た
。
原
因
に
っ
い
て
は
多
く
を
語
る
必
翦
は
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
、
こ 

の
.こ
と
は
、
結
局
に
於
て
、
强
權
に
支
援
さ
れ
た
幻
想
の
蘇
生
：を
促
し
現 

實
化
を
急
が
せ
る
駆
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

：

'

.

私
有
鉢
の
成
生
過
程
及
び
そ
の
内
容
は
多
種
多
様
に
直
っ
て
，ゐ
た
。
そ 

.

.
:れ
故
、
私
有
林
に
現
は
れ
た
前
記
の
現
象
が
、.
假
令
、
‘そ
の

本

質

に

於

.
 

て
、
公
有
林
鮮
の
そ
れ
と
！

t

一
 
乜
あ
っ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
、
.私
有
林 

1,

股
を
か
か
る
齊
ー
性
の
巾
に
解
消
し
て
し
ま
ふ
こ
と
は
■到
底
許
さ
れ
な 

い
。
.何
故
な
ら
ば
、
濟
し
く
私
有
林
と
呼
稱
さ
れ
な
が
ら
\

「

個
人
有 

'林」

と

r

會
社
有
柿f

と
の
間
に
は
顯
著
な
差
異
が
荊
在
し
、
兩
渚
を
質 

的
に
區
分
し
て
ゐ
た
'か
ら
で
あ
る
。
.そ
れ
は
、
.確
か
に
、
兩
者
の
經
濟
的

'
.

 

意
義
更
.に
は
經
濟
變
動
に
對
應
す
る
方
法=

 

'

「

型」

.
の
相
異
と
し
て
集
約 

さ
れ
る
で
あ
ら
ぅ
が
、
雨
諸
は
、
異
型
で
は
.な
く
し
て
異
質

的

存

在

で

.あ 

る
こ
と
を
明
瞭
に
認
識
し
て
置
か
な
け
れ
过
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
こ
.の
.認 

識
を
缺
く
限
り
、森
林
法
.改
正
の
意
義
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
^
ft
、
 

そ
れ
以
降
.に
於
け
る
我
が
國
林
業
の
展
望
な
ど
到
底
期
す
る
こ
と
は
出
來
'■

.
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
が
ら
で
あ
る
。

:•

 

.

個
人
有
林
は
、''
極
め
て
少
數
の
例
外
を
除
き
、
所
有
者
が
、
.自
己
の
全 

.
生
活
を
託
し
得
な
い
程
零
細
な
所
有
形
態
を
以
て
覆
は
れ
，て
ゐ
た
。
'o
從
っ 

■

■■.
V
、.

こ
れ
等
:|
1
|林
が
、
：所
有
者
の
從
事
す
る
他
の
.諸
產
業
と
密
着
し
て
、

林業史研究

a
)

” 

、

所
有
者
の
經
濟
的
基
盤
を
形
成
し
て
ゐ
た
例
も
決
し
.て
尠
く
な
i
pu
こ
の 

場
合
、
山
林
所
有
者
は
、
山
林
經
營
の
成
果
を
恒
常
的
に
享
受
す
ベ
く
、
 

高
度
の
綿
密
さ
を
以
て
、
そ
の
經
營
を
ー
瞬
の
.遲
滯
も
な
く
繼
績
し
て
行 

か
ね
ば
な
ら
な
か
.つ
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
ー
群
の
人
々
に
ょ
る
出
林
へ 

の
關
心
が
、
里
山
に
隞
す
る
薪
炭
林
若
く
は
雜
木
林
に
於
て
特
に
著
し
か 

つ
た
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
.同
時
に
、
こ
の
山
林
經
營
が
、
そ
の
目
的
か 

ら
い
つ
て
も
夂
.自
家
勞
働
力
に
依
存
し
て
ゐ
た
こ
と
.は
い
ふ
ま
で
も
な 

い
0
.と
こ
ろ
で
、
か
か
る
所
有
形
態
を
暫
く
措
く
な
ら
ば
、
個
人
有
林
が
/ 

單
獨
で
は
所
有
者
の
隹
活
を
支
へ
得
な
い
と
い
ふ
事
實
か
ら
、
山
林
本
來 

の
使
命
で
あ
る
林
木
生
產
が
、
所
有
渚
に
と
つ
て
或
る
種
の
距
り
を
以
て 

映
ず
る
結
果
を
招
い
'た
。
卽
ち
、
彼
等
ル
、
山
林
を
、
或
る
.場
合
に
は
、

偶
發
的
事
態
に
對
處
す
る
爲
の
豫
備
的
措
置
と
し
て
、
ま
た
或
る
時
に 

は
、
.資
產
保
全
の
'手
段
と
す
る
等
、
單
に
、
補
助
的
.
副
次
的
期
待
を
寄 

せ
が
が
ら
所
有

•
經
營
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。i

の
傾
向
は
、
山
林
の
特 

殊
性
と
も
呼
ば
る
べ
き
資
本
闾
轉
の
長
期
性
に
ょ
つ
て
、
二
段
と
助
良
さ 

れ
て
行
づ
た
。
從
つ
て
、
彼
等
の
尠
な
か
ら
ざ
る
部
分
が
不
在
地
主
で
あ 

り
、
そ
の
管
理•

經
營
は
、
在
地
の
管
理
人
等
.に
委
ね
ら
れ
る
賴
向
を
有 

し
て
ゐ
戈
。
然
し
、
こ
の
役
割
を
冠
せ
ら
れ
た
山
称
は
、
'
所
有
者
が
一
殷 

的
經
濟
變
動
に
順
應
し
得
る
限
り
に
於
て
、
山
林
と
し
て
の
姿
容
を
雜
持 

.し
得
た
の
で
あ
り
、

一
度
、
こ
の
限
界
が
破
ら
れ
る
に
至
れ
ば
、
そ
の
大 

部
分
は
、
伐
採
跡
地
へ
の
植
栽
す
ら
放
棄
し
、
更
に
は
、
山
林
自
體
の
喪 

失
さ
へ
も
甘
受
し
な
；け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
ょ
、

個
人
有
林
に
現
ば
れ
た
林
木
生
產
の
里
山
か
ら
奥
山
へ
の
移
行
は
、
电
林

.

.

.
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■
.
3田
學
會
雜
難
：..：第
四
十
七
卷

.第
五
：號

，
'

•

•'

:

、，
.所
有
者
の
經
濟
的
崩
.壞
に

隨

伴

ず

る

山

林

喪

失

の

過

程

に

外

な

ら

ず

、
'
.
そ 

れ
は
窮
極
に
於
て
、
公
有
秫
瞰
.の
荒

廢

と

軌

を

.ー

に

す

る
-%
の
で
あ
つ 

た
。
唯
、
個
人
有
林
は
、
！

i

帳
面
積
と
賢
測
面
積
と
のi

差
! -
意

識

的

た
 

る
と
無
意
識
的
た
る
'と
を
問
は
ず
丨
を
有
利
に
活
用
す
る
等
、
.入
會
權
の 

み
に
.依
存
す
る
人
々
よ
り
も
經
濟
變
動
に
舞
す
る
彈
カ
性
は
遙
か
に
豐
富 

.で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
.る
'0
ニ 

.

.

個
人
有
林
に
あ
っ
て
、
.謂
は
ば
、
例
外
的
存
在
と
も
み
ら
れ
る
大
出
林 

所
有
衰
は
\
そ
の
所
有
面
積
の
.み
な
ら
ず
、
山
林
に
對
す
る
感
覺
に
於
て
'
 

.も
亦
、
前
記
の
人
々
と
は
相
當
な
懸
隔
を
示
し
て
ゐ
た
。

T

山
持
ち
は
地
所
持
ち」

_で
あ
る
と
は
、
'
 
我
々
の
辑
々
耳
に
す
る
と
こ



ろ
で
あ
る
。
 

•事
實
、
 

か
か
る
例
證
は
甚
だ
多
い
の
で
あ
る
が
、
所
有
山
鉢

.

.
を
該
地
に
於
け
る
彼
等
の
勢
力
を
維
持
す
る
爲
の
經
濟
外
的
要
素
と
す
る 

觀

點

を

別

と

す

，れ

ば

、
■彼
等
は
、
.所
有
山
林
に
生
活
の
基
盤
を
求
め
、
更 

.

に
、
山
林
經
營
の
合
理
化
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
以
上
の
望
み
を
抱
く
こ
と 

さ
へ
も
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
ご
と
は
、
彼
等
に
、
經
濟
變
動
の
積
極
的 

.

利
用
乃
至
或
る
程
度
の
操
作
を
も
！

2

能
に
し
、
從
っ
て
、
彼
等
は
、
か
か 

'
る
行
爲
を
通
じ
て
、
.放
棄
さ
れ
た
山
林
を
極
め
て
有
利
に
獲
得
す
る
と
共 

■

に
、
次
第
に
關
聯
事
業—

例
へ
ば
、
製
材
業
等—

へ
の
進
出
を
試
み
る
に 

.
至
っ
た
の
、で
あ
る
。
そ
れ
故
、
大
山
林
所
有
若
は
、
山
林
を
诌
己
の
生
活 

の
埸
=
純
然
た
る
商
品
生
產
の
場
と
し
て
意
齜
し
、
そ
れ
だ
け
に
亦
、，
山

.
 

• 

•
林
の
維
持

•合
理
化
へ
の
欲
求
は
强
烈
で
あ
っ
た
と
見
'.る
•こ
と
が
出
來 

る
。
然
も
、
か
、
る
欲
求
の
實
現
は
、傳
來
の
技
術
と
經
驗
と
に
通
曉
し
、

'

#■
建
的
絆
な
に
結
ば
れ
た
勞
働
力
を
願
使
す
る
こ
と

の
'出
來
る
^
^
に
と

五

四

.

S
一
 
八)

っ
て
、
.さ
し
た
る
難
事
で
は
な
か
っ
た
替
.で
あ
る
。
乍
然
、
こ.

の
他
方
、
 

彼
等
の
欲
求
が
滿
さ
れ
る
.に
從
ひ
、
彼
等
の
裡
に
潜
む
商
業
資
本
家
的
色 

彩

は

漸

次

濃

厚

，の

度

を

加
へ
、
■
て
、
彼
等
の
M
有
す
る
M4
林
は
、
個
人 

有
鉢
た
る
概
念
：に
包
括
さ
れ
な
'咖
ら
も
、
そ
の
性
格
は
、
會
社
有
林
に
近 

接

す

る

方

向

を

迎

り

始

め

て

ゐ

だ

。
一
一
：

 

•

會
社
有
林
の
性
格
は
、
こ
.れ
を
前
者
に
比
較
す
れ
ば
、
極
め
て
簡
單
で 

あ
る
。
.そ
れ
は
、
'如
何
な
る
會
社
有
秫
と
雖
も
、
そ
の
所
有
會
社
に
と
つ 

て
利
潤
柚
出
を
可
能
に
し
、
或
ひ
は
、
そ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
な
く
し
て 

は
|
4
し̂
得
:̂
-か
っ
た
か
ら
で
あ
'る
。
會

社

有

^

を

貫

徹

す

る
こ
の
基
本 

的
性
热
は
、
必
然
的
に
、
所
有
山
输
の
處
理
と
經
營
と
を
明
確
な
目
的
に 

統
括
す
る
必
要
を
生
ぜ
し
め
た
。
從
っ
て
、
.我
々
は
、
會
社
有
林
を
次
の 

三
種
に
分
っ
こ
と
が
出
來
.る
。
.

第
一
.'
は
、
林
業
生
產
と
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
主
體
事
業
に
從
羅
す 

る山
#
-

例
へ
ば
、
鑛3

備
林
に
類
す
る
も
の
ー
で
あ
る
。
こ
の
.場
合
、
 

3

林
は
、
‘自
然
的
災
害—

土
砂
崩
壊•

雪
崩
等—

を
未
然
に
防
止
し
、
必 

要
と
あ
ら
ば
、
坑
木

•枕
木

•
薪
炭
材
等
の
供
給
を
通
じ
て
、
直

接•

間 

接
に
主
賸
事
業
へ
の
援
助
を
約
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
乍
然
、
經
營
者
達 

は
、
山
林
の
持
つ
か

\
る
機
能
を
芷
し
く
認
識
し
、
こ
れ
を
助
長
し
や
ぅ 

と
は
し
.な
か
っ
た
。
卽
ち
、
.嚴
密
広
い
へ
ば
、
自
然
的
災
害
防
止
の
如
き 

は
、
，主
體
事
業
成
立
の
基
礎
的
條
件
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
資
本
圆
轉 

の
長
期
化
を
極
度
に
嫌
通
す
る
經
營
者
達
は
、
假
令
、
必
要
材
の
伐
採
は 

認
め
て
も
、
豫
測
し
難
い
商
然
的
事
故
發
生
へ
の
對
杭
策
で
あ
る
山
林
の 

整
備=

植
栽

V
育
樹
等—

こ
..れ
は
、
長
期
に
苴
を
、
然
も
、
.そ
の
成
果
を

適
確
に
捕
捉
し
難
.い
資
本
投
資
で
あ
るー

に
は
、
1
極
的
意
欲
を
示
さ
な
，
 

■か
っ
た
の
で
あ
る
。
夥
し
い
數
に
上
る
鑛
山
事
g

.
そ
の
具
體
的
象
徴 

と
看
做
し
得
る
で
あ
ら
ぅ
。
そ
れ
故
、
こ
の
種
山
林
が
荒
廢
へ
の
一
途
を 

迪
つ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
唯
、
か

X
る
歸
結
の
背
後
に
秘
め
ら
れ
た
人 

間

性

の

否

婼

は

、
，
巧

に

偽

装
.さ
れ
、
經
營
著
に
よ
つ
て
は
永
遠
に
顧
み
ら 

れ
る
こ
と
の
な
い
事
柄
だ
け
に
、
林
業
史
硏
究
の
領
域
か
.ら
逸
脱
‘す
る
危 

險

を

て

も

、
：强
く
指
摘
し
て
を
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

•

第
一
5

、
旅
產
物
丨
主
と
し
て
鉢̂
―
の
商
品
化
を
主
體
事
業
と
す
る 

力
、
或
ひ
は
、
そ
れ
が
一
企
業
體
に
於
て
主
要
な
る
部
分
を
占
め
て
ゐ
る 

場
合
、

_

そ
の
H

體
の
機
能
を
十
金
に
發
撺
す
る
必
要
上
保
持
さ
れ
.て
ゐ. 

る
山
林
で
あ7 |

ミ

t

つ
て
、
山
林
に
對
す
る
企
業
體
の
關
心
は
、
飽
く
迄 

■%

、_

の
商
品
俗
<

置
か
れ̂

|

:木
育
成
べ
の
配
慮
は
、
必
然
的
に、

. 

1

一
義
的
地
位
に
追
ひ
や
ら
れ
て
ゐ
た
。

)

勿
論
、
柿
木
の
商
品
化
を
企
圇
す 

る
彼
等
に
と
つ.て
、
山

林

の

保

持

，は

不

M I

缺

の

條

件

で

は

な

い

'。

そ
れ
に 

も
拘
ら
ず
、
か\
.る
山
林
の
出
現
は
、
假
令
、
林
木
商
品
化
へ
の
捷
徑
を 

求
め
て
彼
等
の
觸
手
が
旣
成
山
林
に
集
中
七
た
ど
し
て
も
、
商
品
價
値
を 

持
づ
林
术
の
窮
乏
化
に
對
應
す
る
、
謂

は

ば

r

窮
餘
の
策」

と
考
へ
て
も 

誤
り
な
い
で
あ
ら
ぅ
。•こ
れ
と
同
時
に
、
我.
々
は
、
林
木
に
の
み
魅
力
を 

感
じ
て
ゐ
た
彼
等
の
間
に
は
'、
自
か
ら
を
よ
り
有
利
な
秫
木
の
取
得
へ
と 

驅
り
た
て
た
情
熱
も
、
先
は
れ
た
山
林
經
營
の
企
圖
を
醒
ら
せ
る
に
至
ら 

な
か
つ
'
た
事
實
を
再
確
認
し
て
を
か
な
け
れ
ば
：な
ら
な
い
。
.
何
故
な
ら 

ば
、
-■
こ
の
故
：に

彼

等

に

と

，つ
て
、

植

民

地

.の
山
林
は
、
3 H

に
蟲
減 

的
な
存
在
で
あ”

、
そ
れ
だ
忖
に
、
.

內
地
.
.の
，山

林

に

對

す

>
0

關

心

は

稀

薄 

林
業史硏涔

a
)

I I

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

:

•

'.第
三
は
、.特
用
樹
p
-i
例

.へ

.ば
、
漳
樹
等—
の
栽
培
を
直
接
的
契
機
と 

す
る
山
林
の
所
有
で
あ
る
。
然
し
、
か
、
るH

秫
所
有
の
創
出
は
容
易
に 

許
さ
れ
な

■か
.つ
た
。
そ
の
理
曲
は
、
特
用
樹
種
の
具
備
す
る
自
然
的
環
境 

の
特
異
性
、
威
ひ
は
、
育
成
に
關
す
る
技
術
的
硏
究
の
不
足
等
が
算
へ
ら 

れ
る
で
あ
ら
ぅ
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
最
大
の
原
因
は〔

利
用
樹
令
を
有 

す
る
特
用
樹
種
の
叢
生
林
が
獲
得
さ
れ
ざ
る
限
り
、.
長
期
に
達
す
る
育
林 

の
遂
行
が
必
然
的
に
縫
着
す
る
市
場
姓
へ
の
危
懼
で
知
つ
た
と
い
は
.ざ
る 

を
得
な
い
。
從
つ
て
、
こ
の
第
三
に
屬
す
る
山
林
所
有
の
形
態
は
、
時
期 

的
：に
も
亦
地
域
的
に
も
令
し
だ
る
重
要
性
を
特
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
考
へ 

ら
れ
る

.0
: 

•

葙
に
猶
べ
た
.私
有
林
の
性
格
に
.つ
い
て
の
素
描
か
ら
、
我
々
は
、
一
同 

次
'の
如
く
結
論
す
な
。
-
 

.

'
 

.

.

.山
林
經
營
に
對
す
る
熾
烈
な
欲
求
と
、
豐
富
な
經
驗
に
惠
主
れ
、
且
、

そ
の
數
に
於
て
も
壓
倒
的
多
數
を
占
め
ら
れ
る
小
‘山
林
所
有
者
が
、
■情
熱

..
 

を
具
象
化
す
る
，十

分

な

場

を

興

へ

ら

れ

て

ゐ

な

か

つ

た

限

り

、
.明

治

三

〇 

〜

四
◦
年
代
に
於
け
る
我
が
國
林
業
.の
中
核
は
、
大

11
|
林
所
有
者
竝
に
中 

山
称
所
有
者
に
ょ
つ
て
形
成
.さ
れ
て
-ゐ

たと
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の 

場
合
、
大
資
本
に
擁
護
さ
れ
た
會
社
有
脉
は
、
林
木
の
商
品
化
を
媒
介
と 

し
て
積
極
的
役
割
を
演
じ
、
そ
の
點
に
於
て
は
、
前一

著
と

I

の
利
害 

を
有
し
た
に
も
拘
ら
ず

..
'
基

礎

的

な

育

林

過

程

を

缺

く

た

め

、
：
兩
者
は
次 

.第
に
：塑
離
す
べ
き
運
命
に
置
袁
て

.ゐ
た
。
，然

し

、

こ
：の
こ
と
は
、
双
ホ 

の
商
ロM

化
過
程
を
通
じ
て
、
.大
資
本
が
個
人
有
林
を
捉
へ
る
こ
.と
を
阻
げ

■

,

五

运

S

1
九)

.

•3

II

'  5



年 次
垒國林野 
面 . 積 備 #

1893 年 
(明治26年）

町
16,773,265 農商務統計表ニ據 

ル。町以下切拾。

1897 年 
(明治30年) 19,0X5,189 .同 . _上

1898 年 
(明治31年）

24,574,135 同 上

上 收 A
\ 種 ’■ 

年 次
經常收入

森林資金 
歲 ’ 人

支 出

1903年(明治 35年)
円

2,688,707 2,404,051
y

2,670,651

1904年 （明治？6 年） 2,081,944 2,227,135 3,118,576

1905年 （明治87年） 2,884,769 2,354,995 2,956,652

1906年(明治 38年） 3,288,861 1,569,368 2,577,516

1907年 （明治39年） 5,145,431 3,708,986 4,002,085

(

s
 )

こ
の
變
動
は
、
，我
が
國
總
面
溃

'の
增
減
に
隨
伴
す
る
。

い
ま 

特
に
.顯
著
な
年
次
を
列
記
す
れ
.ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

•
 

■

—

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

—

I

 

(
註
ニ)

こ
乂
で
ー
應
と
記
し

:

考

.%
。

V 

h

た
の
は
、

一
九
0
五

年(

明
治

.
 

■
表
切
'
上上

-

三
八

年)
の

林
野
面
稹
が
三
〇

、
 

翻

訂

• 

gl

六

九
、
.
.
'
二
三
九•

六

〇

.
町

と 

.
技

_
町

同

.
同

-

%
加
し
て
ゐ
る
k
.も
拘
ら
ず
、

農

ル

そ

の

理

凼

を

見

出

し

得

な

い

か

_

,

..町
5 

9 

5
ら
で
あ
る
。

.
'野

積

26
1 3

13
. 

•

林

?3
,

15
’

.

?4
,

S

0
前
節
•
註 
ニ
參
照
。

國

,7
Q 

5

全

面

16
19
‘

24
.

(

往
四)

.
國
有
林
に
對
す
る
國

H

I

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

家
財
政
の
援
助
は
、
各
大
林
區

.
次

6 1
.年
畔
年
牌
の
維
持
が
森
林
資
金
歲

A
n

林 

93
御

97
湖

98
糊

野

及

官

'有
物
拂
下
に
依
ら
ざ
る 

年

M
®
.
ぶ

お

g

限

リ

不
可
能
で
あ

る

こ

と

を

み
 

I 

I 

I

~

^

I

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

(

下
表 

參
照)

9

御
料
杯
の
特
權
的
行
爲
は
牧
擧
に
遑
な
い
狀
態
で
、あ
る
が
、

:

;

y

5 1
7 6
5 2
1 6
8 5
.
I
I 

「

ソコデ從來御料局

出

70
,
6
.m 5
56
,

w
02
,

ハ
川
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
デ

•

支
.

'

2 ,
6

3,
1

2 ,
9

2.
5

4 0
,

モ
何
デ
モ
、
勝
手
氣
儘 

■■
為

入

r『

13
5
!
i99
5

g

 

テ
居 

入
' 

«
 

.
’
'0 4
,

2 7
’

5 4
,

6 9
,

0 8
.

，
デ
ア
ル…

」

と)

i

n
 

_
歲

■
2,
4

2 ,
2

2,
3

15
T

3,
7

葉
を
掲
げ
て
を

く

。

(

後

---------------------------------------------̂

—

9-
^

~

 
.

出
•

委
員
會
議
錄

•

藤

• 

C
. ̂

8,
7

19
’

4,
7

8,
8

S

 

:

島
議
員
の
質
問
。)

.

i 

^ 

|

 

|

2,
0
8
.2,
8

83,
2

5,
1

4(

I

)

か
\.
る
意
識 

J

-
-
—:—

I

-

-

--—

の
醸
成
は
、
彼
等
の
修

-

パ
、

年
•
¥
、

年年年學分野妓に環境め特
 

目 |

L

35.

36.

87
38
39

.
殊

^ f
e

,c

負
ふ

と

こ

ろ

が
 

.
:̂

, i

 

=

 
=

 

f

例
へ
ば
、「(

明 

項
/
^
/
•
次

年

^

(¥ (
年

.

.治
ニ
四
年)

偖
是
か
ら 

/
/

年

08
04
05
06
07

愈
々
專
問
の
學
業
を
修

/
/

 

1
1
1
1

11
丨

め
る
と
い
ふ
の
で
一
同

大
.音
な
希
望
を
抱
い
て
意
氣
^
ん
だ
の
で
あ
'5
ま
す
が
、
夫
も
束
の
間 

我
.々
は
受
業
上.

..
#な
.か
ら
ず
失
望
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た」 

(
赤
尾
辰
之
助
編
•

明
治
林
業
逸
史

•
大
日
本
山
林
會
刊
•
昭
和
六
年 

ニ
七
〇
頁
。)

と
そ
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、.
 

前
掲•

帝
室
林
野
局
五
十
年
史
.

一
〇
七〜

一
七
頁
參
照
。

(

註
六)

.
こ
れ
は
入
會
權
の
整
理
と
絡
ん
で
頻
繁
に
惹
起
さ
れ
て

ゐ 

る
。
從
つ
て
、
當
.局
に
於
て
も
、
か
乂
る
情
勢
.に
對
處
す
る
爲
常
に
下

3
田
學
會
雜
.謎
第
四
十
七
：卷

第

五

號 

る
も
.の
：で
は
な
い
。

;.
:

然
ら
ば
、
森
林
法
の
改
正
は
、
.か
X
る
私
有
林

r部
落

有

林•

社
寺
有 

林
を
如
何
な
る
方
向
に
f

、
如
何
な
る
變
化
を
興
へ
た
の
で
あ
ら

y 

か
。
以

下

、'改
芷
森
林
法
の
成
'立
經
緯
と
，共
に
、
こ
.の
點
を
明
か
に
：し
.て 

行
べ
こ
と
と
す
る
。
.

.

、

五

六

S
U
0
)

*.
所有者數 所有面積

備 考

所有面積

實 數  
(人)

比率
%

實 數  
(千町）

比串 
%

0 . 5 财 ' .未 滿 _
人

2,732,541
%

59
千町 
911

%
9 小林業家 

ト看做ス

0.5町 〜 1町未滿 842,048 18 782 8 同 上

町〜：5町未滿 .778,998 17 ' 2,298 24 同 上

5町〜 20町未滿 207,775 6 2,319 24 中林業家 
卜着做ス

20町〜 50町 未 滿 , 37,658 \\ 1,222 13 同 上

50町〜100町未滿 9,927 0 620 6 大林業象. 
ト看做ス

100町〜300町未滿 3,851 0 592 6 同 上

3 0 0 町 以 上 889 0 920 10 同 上
-------- -----"

計 4,612,182j 100 9,679 100
___—----一

(

註
十
一)

こ

の

誤
差
は
區
.々
で
あ
る
が
、
筆
者
の
.見
解
に
ょ
れ
ば
五 

〜
1
0

倍
と
み
て
差
支
へ
な
い
樣
で
あ
?.
.
。
.
.
.

(

註
十
二)

三
田
學
會
雜
誌
/
第
四
十
七
卷
•
第

『

號

「

山
林
地
主
の 

生
態」

參
照
。

.
,

部
組
織
へ
/の
指
導

‘籍
吿
を
怠
ら
な
か
つ
た
。
そ
の
.具
體
例
は
瞭
所
に
/

現
は
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
欠
で
は
差
當
リ
次
の
.圖
書
と
通
牒
と
を
揭
げ
.て
.
 

を
く
。
農
商
務
省
山
林
局•

入
會
權
整
理
の
事
例•

明
治
四
三
年
.一

〇

.

.
 

月
刊
、
同

.入
會
關
係
整
理
事
例

.
大
正
充
年一

ニ
月
刊
、
藤
原
康
雄

.
 

町
村
自
治
の
發
展
策
公
有
林
野
整
理
經
營

•
明
诒
四
四
年
六
月
刊•

一 

1

九〜
一

七
〇
頁
等
。
黹
、
農
商
務
內
務
兩
次
官
通
牒(

一

九

ー

.〇 

年

,
明
治
四
三
年)

も
、
こ
の
點
を
次
の
如
く
指
摘
し
て
ゐ
る
。

「

部 

落
有
林
野
を
市
町
村
に
統1

歸
周
せ
し
め
る
こ
と
は
林
野
の
整
理
開
發 

上
緊
贺
の
こ
と
に
属
し
兼
て
自
治
.の
圓
滿
と
財
政
.安
固
と
を
得
せ
し
む 

、
る
も
の
に
し
て…

部
落
割
據
の
觀
念
を
刈
除
せ
し
む
べ
く…
」

「

部
落 

.
有
林
野
を
市
町
村
に
統一

歸
屬
せ
し
む
る
に
當
て
事
の
容
易
な
ふ
ん
こ— 

と
を
li
る
の
結
果
統I

を
名
と
.し
..て
林
野
の
大
部
分
を
部
落
民
に
分
割 

又
は
賣
却
し
て
唯
其一

部
の
み
を
市
町
村
に
提
供
す
る
等
本
來
の
主
旨 

を
沒
却
す
る
が
如
き
こ
と
な
か
'ら
し
む
こ
.と」

'
.

(

傍
點
筆
者
'

)

(

註
七)

こ
の
名
稱
は
筆
者
に
ょ
る
暫
宛
的
名
稱」

で
あ
る
。
'-
.
•
 

(

註
八)

，
所

有

形
態
別
林
野
两
稹
の
調
查

.は
、
私
有
林
に
關
す
る
限
ン 

p
、1

九
ニ
四
.年

(

大
正1

三
年)

に
始
ま
る
。
こ
れ
は
下
表
の
如
く 

で
あ
る
。

(

本
表
は
、
林
野
廳
調
査
課
縞

•
林

業

統

訐

埂

覽

.
•
昭
和
ニ 

八
年
刊

•
一
七
頁
。
に
據
る
。
偷
、
備
考
欄
の
呼
稱
は
、
渡
邊
•
全
日 

本
の
林
業
と
農
山
村
經
濟
の
厚
生
.-
昭
和
ー

-
年
刊
、
凼 
一
一
K
.
0に

■

ょ
る
。 

.

■(

驻
九)

.，こ

.乂
で
は
、
現
在
の「

農
用
林」

.の
^.
念
を
，想
定
し
た
。

(

独
十)

極
め
てj

般
的
表
現
で
あ
る
：と
と
を
附
記
す
る
こ
と
.
。.



三
田
學
會
雜
肆
第
四
十
七
卷
第
五
號

(

我
十
三)

ー
九
〇
.六
年

*
鑛
山
事
故
は
合
計
六
、
六
ニ
0
件
、
そ
の 

中
理S
の
明
記
し
て
.あ
る
も
の
四
'五
七
件
、
殘
餘
は
悉
く「

其
他」

.に 

包
括
さ
れ
て
ゐ
：る
。
我
々
は
、

「

其
他」

の
中
相
當
數
が
山
林
對
策
缺 

除
に
ょ
る
結
來
と
考
へ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
，「

明
'治
一
一
十
三
年
頃…

住 

友
家
總
裁
を
訪
ひ
て
、
別
子
銅
山
五
千
町
步
は
漸
次
荒
灌
す
る
の
み
で 

あ
る
か
ら
、
之
を
防
ぐ
に
は
造
林
を
行
ひ
、
運
搬
法
を
.改
善
せ
ね
ば
な 

ら
ぬ
こ
と

&
勤
め
た
ら…

其
の
後
に
後
に
’到
り
植
林
に
着
手
す
る
ど
と 

に
な
っ
た
。
後
明
治
二
十
八
年
に…
當
時
御
料
局
名
古
屋
支
局
に
在
勤 

.中
の
林
學
士
を
推
薦
し
た
が
、
同
氏
は
不
幸
に
も
明
治
兰
十
ー，一

年
別
子

.
 

銅
山
附
近
一
帶
の
大
崩
壌
の
.爲
め
惨
死
を
遂
げ
ら
れ
た…

」

と
我
.々
の 

觅
解
を
或
る
程
度
衷
付
け
る
記
述
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

前
掲

.

• 

明
治
林
業
逸
史

• 
ニ
七o

頁
。

)

.

(

註
十
西)

例
へ
ば
、
各
商
翦
會
社
木
材
部

.
各
製
紙
會
社
.等
を
想
定 

.
し
た
。 

丨

/
.

•(

胜
十
五)

林
野
廳
調
查
課

•
林
業
發
達
史
資
料
，
策
四
號
.，
昭
和
ニ 

七
年
刊•

'「

漆
山
骓
喜
氏
を
園
む
座
談
會
速
記」

參
照
。

.

(

往
十
六)

同
右
.書
參
照
。
.

£
十
七)

_例
へ
ば
、
瘛
灣
に
於
け
.る
三
井
合
名
の
樟
樹
植
栽
事
業
等
。

四
.
. 

,

.

 

周
知
の
如
く
、
森
林
法
改
正
法
律
案
は
、

一
九
0
セ
¥
、

時
の
第
三
ー
ー
ー

.
 

囘
帝

國

議

會

に

政

府

f

出

の

形

式

を

以

て

上

程

さ

れ

、

同
年
三
月
一
一
七
日 

成
立
の
運
び
に
至
つ
^

.我
々
は
、
か
乂
る
改
IE
を
必
要
な
ら
し
め
た
理 

E

及
び
改
芷
の
主
旨
を
、
常
時
の
衆
議
院
議
事
錄

•衆
議
院
森
林
法
改

IE

- 

■五

八

(

五
ニ
ニ)

法
律
案
委
員
會
議
事
錄
を
中
心
と
し
て
檢
討
し
て
み
や
ぅ
。

.r…

近
年
二
ナ
リ
マ
シ
テ
ハ
、
此
樹
木

/
需
耍
ト
_

ス
モ
ノ
ガ
我
國 

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
滿
韓
地
方
ニ
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
頻
リ
ニ
必
要
ヲ
生
シ
テ
參 

ッ
マ
ゾ
テ
、…

歐
羅
巴
各
國
ニ
マ
デ
モ
需
メ
ラ
レ
ル
ト
云
フ
ヤ
ゥ
ナ
時
勢 

ニ
立
至
リ
マ

'ゾ
タ…

就
テ
.ハ…

現
行
-ハ
法
律
ヲ
增
補
改
正
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ 

所
モ…

適
當
ノ
制
度
ヲ
設
ヶ
ナ
ヶ
レ
パ
ナ
ラ
ス…

モ
■ノ
ヲ
モ
見
出
シ
■マ
シ 

タ
。…

如
何
ト
ナ
レ
バ
親
行
法
廣
ハ
主
ト
シ
テ
保
安
林
ノ
制
度
、
瞥
察
規 

則
、
若
ハ
山
林
犯
罪
ノ
處
罰
ノ
法
ト
申
ス
如
キ
點
ヲ
規
定
シ…

其
餘
ノ
事 

C

餘
リ
及V

テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、…

約
言
シ
マ
ス
レ
パ
所
謂
消
極
的
制
度
デ 

積
極
的
一
一
利
益
ヲ
增
益
ス
ル
ト
_

ス
ャ
ゥ
ナ
ト
コ
ロ
一
一 

ハ…

及
ン
デ
居
リ 

マ
セ
ヌ
、
：
•因
テ
本
案
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
0

0

 
ノ
^

^
 

_
帛

、

1 

若
ク
ハ
罰
則
ト
申
ス
モ
ノ
ハ
、
遂
少
修
正
ヲ
加
へ
マ
ン
テ
、
其
外

ニ…

倚 

一I

三
ノ
新
規
ナ
ル
條
項
ヲ
設
ヶ
ii
L
l
f
た
の
で
あ
.る
0
.こ
れ
に
據
れ
ば
、
森
.
 

林
法
改
正
の
基
底
は
、
增
大
す
る
內
外p

木
材
需
要
に
對
應
す
べ
く
、
材 

.木
の
商
品
化
を
保
進
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
掛
來
る
。

.こ
の
自
的
に
從
つ
て
.試
み
ら
れ
た
の
は
、

「

第 
一H

公
有
林
、
社
寺
有 

林
ノ
監
督
ヲ
、

一
層
綿
密11.

ス
ル…

」

こ
と
で
あ
つ
た
。
何
故
な
ら
ば
、

:「
公
有
林

/
面
積
が
山
秫
原
野
ラ
合
セ…

、
力
め
一
W

H
•
四
十
萬
町
步

ア
リ…

、
ソ
レ
ニ
尙
又
政
府

一一於
テ
數
年
前
ヨ
リ
山
林
中
ニ
存
置
ス
ぺ
キ 

モ
ノ
ト
、
永
久
一
一
存
置
ヲ
耍
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ノ
區
別
ヲ
シ…

、
不
要
存
置 

称
ハ…

、

追
々
，公
共
團
體
等
へ
下
附
ス
ル
コ
ト

-

1

ナ
ツ
テ
居
ル…

J
。-

そ 

れ
に
も
拘
ら
ず
、
-「
公
有
林
フ…

私
有
林

-

1

比
較…

ス
ル
ト
：
..利
益
が
少 

ナ
イ
■、
惡
ク
申
シ
テ
見
レ
バ
荒
駿
ゾ
テ
居
ル
モ
ノ
ガ
多
イ…

」

そ
こ
で
、

-
' 

V

•'
.
. . 

.
.

.*

.

■

■

.

「

本

案

(

斑
林
法
改
正
法
铮
案
•
以
下
同£

)

 

ノ
第
九
條

t
•ポ
キ
マ
シ 

テ
必
要
ト
見
タ
ナ
ラ
バ
、
氣
行
案
ト
ヵ
若
ク
，ハ
施
行
駆
領
ト
！

K
',

フ
キ
ノ
ヲ 

.疋
メ
サ
ダ
テ

!;
'
{:
'
.漸
次
»
ハ
れ
サ
ゾ
テ
往
ク
卜

云
フ
コ
ト

ラ

法
律
上
ョ
リ
極 

ォ
.ル„

ト
二

:-
8」

，
し
た
の
であ
る

0.尔
然

、

公

有.社
寺
有
林
に
對
し
、
 

「

現
行
法
ハ
谋
監
督
が
琪
後
ニ
獨
シ…

、
ド
ウ
モ
手
遲
レ

-ナ
ル…

」

傾 

.昀
に
置
か
れ
、

r

荒
廢
ニ
ナ
ッ
一

ブ
ヵ
ラ
施
行
法
ヲ
命
ズ
ル
:8
?
|_
-
*
0
趴
_
で
あ 

つ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
0

こ
の
こ
と
は
舊
^

改̂

芷

森

双

^

案
と
を 

比
較
す
る
な
ら
ば
、
•直
ち
に
明
^
と
.な
る
で
あ
ら
ぅ
。
從
つ
て
、
缺
陷
は 

條
文
の
形
式
的
不
備
で
は
な
く
、
夫
等
の
條
文
が
公
有

*:
社
寺
有
.
私
有 

の
各
林
野
を
荒
廢
へ
と
誘
っ
た
原
因
を
適
確
に
捉
へ
、
と
れ
を
是
正
す
る 

方
向
に
導
き
得
な
か
つ
た
點
に
存
し
た
の
で
あ
る
。
.と
こ
ろ
が
、
右
に
示 

さ
れ
た
限
り
、
常
茼
は
、
行
政
官
廳
の
恣
意
的
行
爲
を
大
幅
に
容
認
す
る 

こ
と
に
ょ
つ
て
、
各
林
野
の
荒
駿
を
强
權
に
依
て
阻
比
せ
ん
と
試
み
た
の
.
 

で
あ
つ
た
。
’然
し
、.
か
、
る
政
策
に
は
自
か
.ら
限
界
が
存
し
、
ま
り
に
、
 

一
時
的
彌
縫
策
を
以
て
局
面
を
糊
塗
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
破
綻
へ 

の
可
能
性
を
增
大
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
’と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
そ
れ
忆 

も
增
し
て
、
こ
の
改
正
主
旨
に
現
は
れ
た
致
命
的
.缺
點

は

、
..公
有
林
野
の 

現
況
を
林
野
收
益
の
計
®
的
數
字
丨
こ
れ
と
て
も
極
め
て
不
完
全
で
あ
る 

—

に

，ょ

つ

て

、

.そ
の
ま
、
推

定

•評
償
し
た
こ
と
で
あ
る
。
.い
ま
、
こ
れ 

に
っ
い
て
若
干
の
說
明
を
加
べ
て
を
く
。

-
 

既
に
述
べ
た
如
く
、
公
有
林
野
の
設
定
に
關
し
て
示
さ
れ
た
內
的
予
盾 

と
、
こ
れ
に
對
す
る
抵
抗
と
は
、
設
定
さ
れ
た
後
に
於
て
も
そ
の
圓
滑
な 

る
經
營
を
阻
ん
で
ゐ
た
。
こ
の
爲
に
公
有
林
野
の
間
題
は
、
.何
時
し
か
、

、
林

業

史

赃

究

(
一
)

•

內
務
省
の
手
を
離
れ
て
林
腺
當
局
へ
と
全
面
的
-に
引
繼
が
れ
て
行
っ
た
。
 

そ
の
間
の
詳
舰
な
經
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
.手a
あ
ま
る
公
有
林
^

と
の 

關
係
を
斷
ち
切
り
、
そ

0.
不
手
際
を
他
に
轉
稼
せ
ん
と
す
る
前
者
と
、
糈 

*彩
を
缺
く
林
野
行
政
に
焦
燥
を
感
ん
じ
て
ゐ
た
後
渚
の
S

B防
衞
本
能
と 

が
、.官
僚
的
に
妥
協
•
融
合
し
た
結
果
と
見
る
こ
と
は
出
來
な
い
で
あ
ら 

うか
。このに

#
へ
ば
、.林
野

官

僚

が

公

有

林

野

へ

の

監

督

_

砠
化 

を
積
極
的
に
撖
り
上
げ
た
理
出
も
、
且
亦
、
そ
の
.行
爲
が「

部
落
有
林
野 

統
一
：
の
跡
始
未
.

T

と

!^
ば
れ
る
原
因
も
、
或
る
程
度
推
測
す
る
こ
と
が
出 

‘來
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
然
し
、
跡
始
未
の
故
.を
以
て
、
公
有
林
野
に
對 

す
る
林
野
當
局
の
獨
自
胜
は
何
等
損
は
れ
な
か
っ
た
答
で
あ
る
。
そ
れ
に 

も
拘
ら
ず
、
彼
等
は
、
公
有
林
野
を
過
去
の
誤
ま
れ
る
評
價
か
ら
解
放
す 

I
る
こ
と
な
く
、
.逆
に
、
：そ
の
誤
ま
り
を
擴
大
し
て
行
つ
た
。

「

公
有
林
野 

ハ…

が

少

ナ

ィ

：
‘
惡

ク

申

シ

テ

見
レ
べ
荒
廢
シ
テ
ヰ
ル…

」

と
い
ふ 

言
葉
こ
そ
、
そ
の
端
的
な
表
現
と
い
へ
や
う
。
然
も
、
か
、
る
斷
定
の
基 

礎
が
、T

我
國
ノ
官
有
、
民
有
、
公
有
ヲ
併
セ
テ
、
山
秫
ノ…

收
益
ハ
如 

何
ニ
モ
少
ナ
ィ
、
是
モ
明
確
ナ
統
計

ハ
得
難
ィ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、…

 

極
ク
明
確
ナ
コ
'ト
ハ
兎

~角
ニ
知
レ
難
ィ
コ
ト

:8
1
で
あ
る
に
至
っ
て
は 

.
最

早

や

、

，
い

ふ

べ

.き
言
葉
を
知
ら
な
.い
。
彼
等
は
、
自
か
ら
公
有
秫
野
に 

,對
す
る
評
價
の
杜
撰
を
證
明
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
遂
に
は
、
そ
れ
が
欺 

瞞
と
呼
ば
れ
る
に
相
應
し
い
こ
と
冷
裏
書
き
し
.た
の
.で
あ
從
叶
一

>

新
し
い
條
項
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
に「

土
地
ノ
使
用
ス
ル 

コ
ト
、
若
ク
ハ
水
面
ヲ
使
用
ス
ル
、
コ
ト
ト
^

ス
個
條…

」

が
あ
る
。
こ
れ 

は
、
.「

深
山
ョ
リ
木
ヲ
出
サ
ゥ
ト
致
シ
マ
シ
テ
吒
、
：
..出
ス
べ
キ
道
筋
ト

.:

,

五

九

.
’

(

五
ニ
三)

.



彐
田
學
會
雑
誌

-'
第

四

十

七

卷

第

五

號

,

云
フ
モ
ノ
ガ
多
ク…

、
種
.々
ノ
事
澈
ガ
ア
リ
マ
，シ
テ
、
.裏

”一
人
/
土
地 

ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ハ
、
相
對
デ

'ハ
出
來
欹
ネ
ル
場
合
が…

」

あ
り
、.
且
、
 

■

「

水
ノ
上
デ
モ
.或
ヒ
ハ
淄
溉
用
水
ナ
ド
ノ
關
係
ノ
ア
ル
處
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ 

ナ
ラ
バ
、
差
支
へ
ナ
ク
使
用
サ
レ
ル
ヤ
ゥ
ナ
場
合
デ
モ
殊
二
依
ル
ト
ソ
レ 

ヲ
使
用
サ
セ
デ
ィ
十
运
フ
ヤ
ゥ
ナ
妨
害
モ…

」

起
き
て
來
る
。
從
つ
で
、
'

.「

山
林
ノ
木
ヲ
出
ス
ガ
爲
二
ハ
、
他
人
ノ
土
地
ヲ
使
用
.シ
若
ク
ハ
ホ
®
ヲ 

使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ラ
レ
ル
ト
コ
口 
ノ
.便
利
を
開
ィ
■タ…

」

■の
で
あ
る
:9 

忽1
、
「

他
人

/
地
！！
^
哺)

使
フ」

の
で
は
-な
く
、、r

相
當
ノ
補
償
金
モ…

.
 

又
各
々
守
ル
べ
キ
規
定
モ」

难
備
さ
れ
て
ゐ
た
。
然
し
、以
上
の
說
明
は
、
•
 

新
設
ノ
條
項
を
理
解
す
る
上
'に
、
少
し
く
表
面
的
に
過
ぎ
る
嫌
ひ
が
あ 

る
。
我
々
は
、

.こ
の
點
に
つ
い
て
、
更
に
常
局
者
の
意
圖
を
釓
し
て
み
ょ 

ぅ
。時

の
政
府
委
員
で
あ
る
久
米
(1
|

1
長
は
、
南
條
議
員
の
總
括
質
問
に 

應
へ
て
、r

土
地
收
用」

の
項
を
森
林
法
改
正
の
核
心
で
あ
る
と
强
調
し
、
 

そ
れ
を
次
の
如
く
説
明
す
る
。

「

今
日
林
業
家
が
最
も
困
ル
ノ
ハ…
®
路 

ヲ
開
カ
ナ
ヶ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
ィ
コ

—̂

」

で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、T

必 

ズ
ヤ
人
ノ
地
面
ヲ
使
ハ
ナ
ヶ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ…

」

狀
態
で
あ
る

0
と
こ
ろ 

が
、

「

現
行

/
法
律
上
デ
ハ
双
^
家
二
對
シ
テ
何
等
ノ
保
護
ノ
ナ
ィ
結
果 

ト
シ
テ
、
相
對
相
談
デ
人
ノ
地
面
ヲ
使
ハ
ナ
ヶ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ…

」

爲
に
、
 

「

足
許
ヲ
見
ラ
レ…

非
常
！

1

高
ィ
料
金
ヲ
拂
ハ
ナ
ヶ
レ
パ…

使
フ
コ
ト
ガ

出
來
ナ
ィ…

」

。
そ
こ
で
、「

必
要
ナ
ル
地
面
/
使
用
二
當
ッ
テ
、
幾
分
力 

…

ソ
レ
ニ
ハ
林
業
家
に
1
筆
者
註)

保

護

ヲ

與

へ

…
」
「

ド

シ

ド

シ

木

ガ

出.
 

，テ
來
.ル…

工
夫
ガ
何
ヨ
リ
必
要
卜
ナ
ル…

」

.に
至
つ
た
。

.，

.レ
ガ
此
土

. .

■

ン

，

,、， 

六
〇
‘

£
ニ
四)

■

地
ノ
使
用
及
收
用
ノ
條
ヲ
設
ケ
タ
根
本
ノ
理
窟
.：」

で
あ
る
。
然
し
、
こ

，
 

の
目
的
を
持
っ
第
四
章
：

「

土
地
ノ
使
用
及
敞
如」

と
雖
も
、

「

此
編
ノ
條 

.ハ
r
前

一

一

諸

君

ん

御

i

ヲ
經
マ
シ
タ
鑛
業
罾
バ
土
_
€
用
及
收
用
卜
沄 

フ
條
ニ
擬
ッ
テ
播
へ…

」

.た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
必
ず 

し
も
新
規
な
條
項
と
呼
ぶ
に
は
當
ら
な
い
。
强
ひ
て
い
ふ
な
ら
ば
、
木
材 

.
の
，轍
遂
に
際
し
で
は
、' 「

狹
流
シ
ト
云
ハ
ズ…

水
面
ヲ
使
フ
場
合
ガ
多
ィ 

.…
」

こ
と
を
考
慮
し
て
規
定
さ
れ
た
第
五
七
•
八

•
九
條
等
が
、
前
記
鑛 

業
法
に
は
見
ら
れ
な
い
條
頃
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
。

'

.

:以
上
の
説
明
か
ら
、
我
々
は
、
土
地
使
用
及
收
用
の
設
定
理
出
と
し
て 

.
次
の
こ
と
が
指
摘
出
來
る
。
卽
ち
、
第
■一
 
に
、
こ
の
規
定
は
、
林
木
の
商 

品
化
を
促
進
せ
ん
と
す
る
積
極
的
意
慾
の
結
晶
で
あ
り
、
決
し
て
、
林
業 

家

の「

幾
分
カ
ノ
利
益
ヲ
計
ル」

と
い
ふ
が
如
き
內
容
に
終
始
す
る
も
の 

で
は
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
規
定
は
林
木
生
產
の
奥
地
化
を
認
め
、
そ
れ 

を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
’從
つ
て
、
こ

\
に
い
ふ
_

家
と
は
、
奧 

地
に3

林
を
所
有
す
る
人
々=

主
體
的
に
は
大
II
!
棘
所
有
者
を
意f
i

、 

小
山
林
所
有
者==

里
山
所
有
渚
は
逆
に
、

土
地
收
用
の
被
利
用
者
的
立 

,
場
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
つ
•た
。_

三
に
、
こ
の
條
項
の
直
接
的
利
用
に 

.
伴
っ
て
豫
想
さ
れ
る
他
產
業—

特
に
農
業
I
と
の
衝
突
に
就
い
て
は
、
 

「
法
律
ニ
大
體
ノ
コ
ト
ヲ
書
ィ
テ
置
ィ
テ
、
.ア
ト

■ハ
；施
行
細
則
ト
云
フ
ヤ 

•ウ
ナ
方
デ…

」

處
理
し
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
秫 

木
の
商
品
化
促
進
を
基
調
と
す
る
こ
の
規
定
は
、
太

•

中
山
林
所
有
者
の 

.
保
護
を
通
じ
て
、
小3

林
所
有
渚
に
懷
牲
を
强
ひ
る
反
面
、
大

•中3

林

.
 

,
所
有
者
と
林
木
の
流
通
面
に
蟠
踞
す
る
商
業
資
本
家
と
の
提
揲
を
可
能
に

し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
林
野
荒
廢
に
對
ず
る
基
本
的
解
決
策
を
持
た
ぬ 

林
隞
當
周
は
、
#
木
の
商
品
化

"
林
木
生
產
額
の
增
大
に
よ
づ
て
、
そ
の 

祺
實
钇
隱
蔽
せ
ん
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
.何
れ
に
せ
よ
、
こ

\
に 

記
し
た
私
々
の
懸
念
は
、
蘇
林
組
合
制
度
を
も
含
め
て
、
そ
の
運
營
の
末 

端
に
於
て 
一■段
と
明
瞭
な
形
を
と
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

'

森
林
紙
合
制
度
の
導
入
が
、
さ
き
に
述
べ
た
林
木
商
品
化
の
一
環
と
し 

て
、
そ
の
意
味
で
は
土
地
使
用
及
收
用
と
不
可
分
の
關
係
に
置
か
れ
て
ゐ 

た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
卽
ち
、
森

^

合̂

の「

目
的
ト
ス
ル
ト
ゴ 

ロ

ハ

此

(

林
業—

_
者
驻)

ヲ
獨
カ
デ
ス
ル
コ
ト
メ
ム
ズ
切
ン
W
ノ 

ヲ
、
合
同
一
：致
ン
テ
衆
カ
ヲ
合
セ
デ
婿
ニ
ナ
セ
ヤ
ゥ
ト
ス
ル
タ
メ…

』

で
，
 

あ
り
、
具
it
的
に
は
、

「

此
法
律
デ
.ハ
關
係
ア
ル
所
有
者
が
合
同
；ゾ
テ
、
 

林
衝
ヲ
開
ク
タ
メ 
ニ
組
合
ヲ
作
ラ
セ
ル
ノ
デ
ア
ル
、
又
造
柿
ヲ
ス
ル

-一
シ
'

.テ
モ
.：‘合
同
ゾ
テ
置
ク
方
ガ
都
合
ガ
宜
グ
ィ
、
ソ
.レ
デ
組
合
ハ
原
案
ノ
六 

十
二
氣
.！一デ
ル
通
リ
四
ッ
ノ
場
合

ニ
作
ル
コ
ト
ガ
出
來
ル

，
‘ ■

」
「

而
シ
テ 

.此
紙
合
ヲ
誠

A
ル
以
上
ハ
'之
一
一…

法
人
タ
ル
人
凇
ヲ
與
へ…

又
其
組
識
モ 

…

法
#
一一.規
定
ヲ
'設
ヶ
ル
必
要
ガ
.ア
ル
ノ
デ
、
第

五

章(

森
林
組
合
丨
筆 

者
註)

.ヲ
置
ィ
タ
卜」

の)

で
あ
る
。
尙
、
そ
の
詳
細
は
、
前
掲
の
第
四
章 

.と
同
_
命
令

=
勅
令
を
以
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

.•

以
上
の
說
明
妓
に
第
六
ニ
條
の
规
定
を
檢
討
す
る
な
ら
ば
、
.森
：̂

合 

に
つ
い
て
、
旣
に
豫
想
さ
れ
て
ゐ
た
幾
つ
か
の
傾
昀
乃
至
特
徴
を
見
^
す 

こ
と
は
誠
に
容
易
で
，あ
'る
。
然
も
-、
こ
の
場
合
、
我
々
の
看
過
し
て
な
ら 

な
い
こ
と
は
、
現
在
の
山
林
所
有
形
態
に
何
等
の
改
變
を
も
加
へ
ず
、
換 

言
す
れ
ば
、
所
有
面
積

•立
^

^

沖
等
の
相
異
に
觸
れ
る
こ
と
な
く
し
て 

林
ー
業
史
矾.
究.(

一.

)

く 

:  

-

.

.夫
々
の
所
省
者
を
合
'̂
.協
力
#
し
め
、
よ
く
そ
の
成
果
を
擧
げ
得
る
で 

.
あ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
疑
念
は
、
謂
は
ば
、
森
林
組
合
運 

一
營
の
鍵
と
も
看
れ
る
施
行
細
則

U
勅
令
が
、

「
マ
ダ
.成
案
モ
實
ハ
出 

.來
テ
居
リ
マ
セ
ヌ…

」

と
い
ふ
事
實
に
よ
つ
て
擴
大
さ
れ
行
く
の
で
あ
る

(

註
二
十一)

.

が
、
：こ
れ
に
對
す
る
我
々
の
斷
定
は
、
勅
令
の
具
體
化
を
侠
っ
て
行
ふ
の 

.

が
至
當
で
あ
ら
う
0

扨
て
、
右
に
掲
げ
た
兰
っ
の
條
項
は
、
何
れ
も
、
i

法
改
正
の
中
核 

.と
稱
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
我
々
は
、
更
に
、
次
の
ニ
點
に
っ
い
て
も
亦
考
慮 

し
て
を
.か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
一
っ
は
、
森
林
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
.所
謂
開
墾
制
限
が
緩
和
さ 

.

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
卽
ち
、

「

此
度
森
林
法
ヲ
改
正
致
シ
マ
ス
ル
場
合
.一

t 

モ
：
、
現
在
デ
コ
ソ
11
1
林
デ
ア
ル
モ

/
ノ
、…

開
墾
¥
適
ス
ル
ト
云
フ
ヤ 

ゥ
ナ
モ
ノ
デ
ヴ
レ
バ
、…

成
ル

••
<
ク
開
懇
ヲ
サ
セ
タ
ィ…

」

。
そ
れ
故
、

' .
「

現
行

/
森
林
法

/
上

-一
於
キ
.マ
シ
.テ
ぐ
、
森
林
ヲ
開
墾
ス
ル
'一
 

1事
/ 

.許
可
ヲ
受
ヶ
ル
コトニ

ナ
ッ
テ
■ヰ
■ル…

」

の
で
あ
.る
が

、

；
.：

「

此
條

ヲ
削
除
.
 

致
シ
：マ
'ゾ
テ…

許
可
ナ

ク

.
テモ
開
懇
.ガ
出
來
ル…

」

や
う
に
改
め
た
。
こ 

の
規
定
は
、、
一：見
、
森
林
法
の
も
っ
强
烈
な
商
品
化
傾
向
を
阻
止
し
、
小 

:

幾
民
の
利
益
を
擁
護
す
る
措
置
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
乍
然
、
森
林
法
改
正 

の
原
則
と
根
本
的
に
觜
馳
す
る
規
定
を
敢
へ
て
導
入
し
た
理
曲
は
次
の
如 

.

■ 
く
で
あ
■る
。
卽
.ち
、
當
時
、
國
有
林
♦
御
料
林
の
創
設
過
程
に
內
包
さ
れ 

'
た
^

盾̂
は
、
秫
野
行
政
の
不
完
金
さ
と
相
俟
っ
て
漸
く
表
面
化
し
、
こ 

.
' 

.

.

の
勢
は
、
國
有
林
巾
の
不
要
存
置
林
處
分
ハI

繞
っ
て
激
化
す
る
傾
陆
に
置 

か
れ
て
.ゐ
.た
。
こ
が
と
同
時
に
、
米
穀
生
產
の
漸
減
化
に
も
拘
ら
ず
、
こ

.

.バ

.

; .K
P

 

(

五
--
一
 
五)



■
.三
田

學

舍

雜

餘

..秦

四

十

七

卷

ン

第

五

號

ン

•

れ
を
輸
入
に
ょ
つ
て
#!
ふ
こ
と
は
、
.資
本
主
義
化
を
急
ぐ
我
が
國
經
濟
機 

構
を
前
提
と
す
る
限
り
到
底
望
み
得
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
、
農 

業
面
へ
‘の
關
心
は
尖
鋭
化
し
、
こ
れ
は
必
然
的
に
改
芷
森
林
法
の
、
更
に

--
.
 

は
、
林
野
行
政
一
般
に
對
す
る
批
判
的
立
場
を
形
成
す
る
。
そ
れ
故
、
改 

芷
森
鉢
法
の
成
立
を
期
す
る
爲
に
は
、
か
、
る
反
對
勢
力
と
何
等
か
の
形. 

で
安
協
す
る
必
要
が
あ
つ
.
.
た
。
' こ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
•開
墾
制
限
の
緩 

和
が
織
り
込
ま
れ
、
他
方
、
鞯
議
期
間
の
短
縮
化
が
試
み
ら
れ
た
.の
で
あ 

る
？
.， 

•

'

最
後
に
火
入
の
取
締
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
.火
入
は
、'株
或
ひ
ゆ
对
敷 

の
用
軋
供
す
る
嫩
孽
採
葉
を
目
的
と
し
て
原
野
丨
特
に
入
會
の
原
野
に
多

■ 

.い
1
山
@
等
を
燒
く
も
の
で
な
る
が
、
そ
の
經
濟
的
效
果
は
俄
に
斷
定
し 

難
い
。
唯
、
農
民
生
活
む
溶
け
込
ん
だ
ー
種
の
抒
事
た
る
意
義
は
無
視
出 

.來
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
乍
然
、
火
入
は
森
林
火
災
の
原
因
と
し
て
艇
々
制 

限

•
禁
止
さ
れ
て
來
た
こ
と
は
事
實
.で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
A
改
正
森
林
法 

は
、
：
こ
れ
を
舊
法
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
，少
く
と
も
法
文
上
に
於
て
は
、

火
入
の
取
締
を
緩
和
し
た
と
考
へ
1
る
を
得
な
い
0
こ
れ
は
雨
者
の
比
較 

を
通
じ
て
明
瞭
に
す
る
へ」

と
が
^'
來
ん
。
勿
論
、.そ
の
理
田
は
、
開
歡
制 

限
の
緩
和
と
略
A

砠
⑽
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
火
入
の
緩 

和
に
於
て
は
、
改

JH
森
林
法
に
對
す
る
農
民
ょ
り
の
直
接
的
批
判
を
囘
避 

す
な
意
圖
が
多
分
‘に
含
ま
れ
て
ゐ
た
の
.で
は
あ
る
ま
い
か
。..何
故
な
ら
ば 

こ
の
'措
置
は
、
飽
く
笾
も
表
面
的•

1
時
的
現
象
に
止
つ
て
を
り
、
そ
の 

赀
後
で
は
、
.逆
に
.、
火
入
の
：f

腿
化
す
る
方
策
が
講
じ
ら
れ
實
現
を 

,念
い
で
ゐ
た
か
ら
で
あ
'る
m
從

?
て̂
、
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、1

九1

六
ニ 

(

五
.
5

0

(

Hl
iニ 
十
八〕

.、
，

一
年(

明
治
四
四
年)

の
火
入
に
關
す
る
禁
止
的
立
法
は
、

「

公
有
林
野 

火
入
件」

衫
^
"、
ま
で
も
な
く
、
.單
に
時
日
め
問
題
に
過
ぎ
ず
、
且
、
.
.

.
 

に
豫
定
さ
れ
た
行
爲
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

.

(

註

一
)

.森
林
法
成
立
の
經
緯
は
、
槪
ね
、
次
の
如
べ
で
あ
る
。.

1

九
〇
七
年
三
月一,

1

日
、
議
案
提
出
。

' 

■

:

同
年
三
月
一
四
日
、
貴
族
院
第一

請
會
、
委
員
附
託
。

'
同
年
三
月一

九
日
、
正
副
委
員
長
選
出
。

.

•
.同
年
三
月
ニ
三
日
、
委
員
長
報
告
、
第 
一(

■) 

• ニ 

•三
謓
#
、
可
決 

•

:

衆
議
院
送
付
。

.

•

同
年
三
月一

一
三
白
、
衆
議
院
第
一
讀
會
、
委
員
附
訟
。

.

.
 

.

.同
年
三
月
ニ
五
日
、
.正
副
委
員
.長
。
.
.
.
.
.
.
' 

•
.
.

,同
年01

月
二
七
日
、
委
員
會
報
吿
、
第I (

續>

 
ニ •

三
讃
會
、
可
決
、
 

成
立
。

.

. 

,

倚
、
貴
族
院
に
於
亡
、
.森
林
法
改
正
街
律
案

•
第i

條
本
法
參

，森

林
ト
稱
ス
ル.ハ
.林
叢

地

及

現

；一
造
林
ノ
用
一

I

供
ス
.ル
土
地
ヲ
謂
フ

.
 

.

が
测
除
さ
れ
た
爲
、
森
林
法
の
條
文
中
、
森
林
に
關
す
る
稹
極
的
規
定 

■
を
缺
く
に
至
っ
た
こ
と
は
周
知
の
：通
り
で
あ
る
。

(

註
ニ)

「

現
行
ノ
法
律」

と
は
、

一
八
九
七
年(

明
治
一一
一〇
年)

四 

月
成
立
。1

八
九
八
年一

月
'j

日
施
行
の
'森
林
法
を
指
す
。
以
下
同
斷
。
 

(

註
三)
衆
議
院
に
於
け
る
森
林
法
改
IE
法
律
象
委
員
會
で
述
ベ
ら
れ 

た
松
岡
農
商
務
大
臣
の
.提
案

理

由

說

明

わ

り

引

用

。

以
下
、
’
提
案
理
由 

說
明
と
略
稱
す
る
。
 

.

'(

註
四)

：
.以
下
、''
本
案
と
稱
す
る
は
、
貴
族
院
に
て
修

JH
さ
れ
た
森
林

.法

改

正

法

律

案

で

あ

る

ひ

...

.(

註
五)

提
案
理
由
說
明
。

■

(

註
六)

.
森
秫
法
改
正
法
律
案
委
員
會
に
於
て
行
は
れ
た
南
條
議
員
の
，

質
間
に
對
す
る
久
米
政
府
委
員(

山
林
局
長)

.の
答
辯
ょ
リ
引
用
。
以 

下

•
質
•問
者
と
答
辯
苕
と
の
氏
名
を
略
記
す
る
に
止
め
る
。

.

(

註
七)

「

舊
法」

と
は
、
註
ニ
に
揭
げ
た
森
林
法
を
指
す
。
以
下
、
 

同
斷
。
 

. 

:

第
三
條
公
有
林
及
社
寺
有
林1

一
シ
テ
其
ノ
經
濟
ノ
保
續
ヲ
損
.シ
■又
.ハ 

荒
廢
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣)

一
於
テ
#
林
ノ
方
法
ヲ
指
定

•
 

ス
へ
シ
私
有
林
ニ
シ
テ
荒
廢
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ハ

.主
務
大
臣
ニ
'於
テ 

營
林
方
法
ヲ
‘栺
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
四
條
前
條
指
定
ノ
方
法
ニ
背
キ
伐
木
ヲ
爲
シ
タ
ル
者II

ハ
主
務
.大
. '

E
ハ
其
ノ
伐
採
ヲ
停
止
シ
伐
木
跡
地
一
一
造
林
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
，

第
五
條
前
條
ノ
造
林
ヲ

.怠
ル
.者K

ル
ト
キ
ハ
政
府
ニ
於
，テ
之
ヲ
行
ヒ 

•
其
ノ
费
用
ヲ
徵
收
シ
又
ハ
其
ノ
造
林)

一
係
ル
部
分
ヲ
部
分
林
ト
爲
ス 

コ
ト
ヲ
得•

.

(

註
八)

「

改
芷
森
林
法
原
案」

.と
は
、
政
府
提
出
の
森
林
法
改
正
法 

律
案
で
‘あ
り
、
註
四
の
原
案
で
あ
る
。
以
下
、單
に
原
案
と
略
稱
す
る
。

• 

條

十

條

公

.共
團
體
又
パ
社
寺
ノ
代
表
者
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
矶
_ー
 
依
リ 

'森
林
又
、ノ
森
林
ト
シ
デ
管
理
ス
へ
キ
土
地
ニ
付
施
行
案
又
，ハ
施
行
袈 

領
ヲ
定
メ
地
方
畏
官
ノ
認
可
ヲ
受
ク
へ

シ
其
ノ
之
ヲ
變
更
セ
ム
ト

ス

/

ル
ト
キ
亦
同
シ

.
地
方
長
官
一
一
於
テ
必
‘要
ア
リ
ト
認
ム
.ル
ト
キ
ハ
公
有
林
又
ハ
社
寺
有

,

■
林

業

'史

细

究

〈
一)

.

■

林
ノ
施
行
案
又
ハ
施
行
要
領
ノ
變
更
ヲ
命
ス
ル
デ
ト
ヲ
得 

第
十一

條

公

有

林

'
社
寺
有
林
又
々
私
有
林
一
一
シ
テ
荒
廢
ノ
處
ァ
ル 

トf

ハ
地
方
長
官
一
一
於
テ
施
行
ノ
方
法
ヲ
指
定
ス

ル
コ
ト

ヲ

得

丨
 

前

項

指
^
ノ
方
.法
二
違
反.シ
.伐

木ヲ
爲
シ
タ
ル
者
一
一
ハ
地
方
長
官
其 

.ノ
伐
採
ア
停
止
シ
伐
木
跡
地11

造
林
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
一一

ナ
六
條
第
一
一
項

.(

保
安
林
規
定—

筆
者
註)

ノ
規
定
ハ
都
ニ
項 

.
ノ

場

合:-
之

ヲ
準
用
ス 

，第
十I

一
修
前
條
第
二
項
一
一
依
リ
造
林
ノ
命
令
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
造
林
ヲ 

怠
リ
タ
ル
ト

キ
ハ
行
政
官
廳
ニ
於
.テ
自

ラ

義

務
者
ノ

爲

スベ
キ
行
爲 

パヲ

爲

シ又
ハ
公
共
圆
體
ヲ
シ
テ
之
ヲ

爲

サシ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
造
林-i

要
'シ
タ
ル
費
用
ハ
行
政
官
鼯II

於
テ
國
税
微
收
法
ノ
例 

二
依
9
之
ヲ
徵
收
ス
ルn

ト

ヲ

得

'

.

(

註
九)

次
の
言
葉
は
、
八
ム
有
林
野
の
設
定
杧
っ
い
て
■興
味
あ
る
說
明 

で
.は
な
か
ら
う
か
。

「

第
一
の
部
落
有
林
野
の
統
.

一

は
部
落
有
財
產
の 

統
一

.で
あ
り
.ま
す
が
、
そ
れ
は
部
落
有
財
產
の
う
ち
林
野
が
量
に
於
て 

他
の
財
產
ょ
！
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を 

農
林
當
局
が
や
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
造
林
促
進
の
一
っ
の
前
提
と 

し
て
、
造
林
を
や
る
た
め
の
'

つ
の
方
便
と
し
て
や
っ
た
の
で
あ
り
玄 

す
。(

傍
點
筆
者)J

林
野
廳
調
查
課

•
公
有
林
野
整
理
統

.

j

の
沿
革

•
 

林
業
發
達
史
資
料
第
五
號
ノ
昭
和
ニ
七
年
刊
。
參
照
。

.

.(

註
十)

提
案
现
由
說
明
。
‘
.

(

驻
十

P

當
局
の
か
i
る
態
度
は
、
公
有
林
野
整
理
統一

.

の
過
程
に

於
て
益
々
顯
著
と
な
つ
て
行
く
の
.で
あ
る
が
、
こ
め
こ
と
は
、
同
時
に
、

.

:

.
■

 

;

'

,

. 

、
六
三 

一C

五
二
七
メ

、
.
• 

: 

; 

' 

. 

'
 
,
 

... 

.

.;
• 

. 

. 

V
.
、
.. 

1
-
;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 

. 

. 

.... 

. 

.

.

.

.
 

.. 

.

.

.

. 

.

.
i 

V .V 

ン

, 

•
+
'.
,
> 

.
人-
--.
V : 

•
•
..
.•
•
.
. 

.. 

. 

...

. 

：
•
+
,
. 

. 

.

.

.

-

? 

广

. 

.



I

三
.田
舉
會
雜
誌
第
四
十
七
卷
第
五
號

中
央
集
權
.的
國
家
權
力
の
强
化
に
狂
.奔
す
る
犮
配
者
階
紙
の一

姿
容
と
.
 

み
る
こ
と
も
出
來
る
で
あ
ら
う
。

/ 

:

(

註
十
二)
南
條
議
®:

の
質
問
に
對
す
る
久
米
政
府
委
員
の
答
辯
及
び 

提
案
理
凼
說
明
。

S
十
三)

1

九0

五
年

i

f八
日

.
法
律
第
四
五
號
、

一
九
〇
七
年 

四
月

•
法
律
第
四

.一

.號
に
て1
部
改

IE
。

(

註
十
四)

こ
の
主
旨
に
從
ふ
な
ら
ば
、
こ
の
.法
律
に
ょ
っ
て
利
益
.を 

得
る
人
々
が
、

單
純
な
意
味
で
の
大
山
林
所
有
者
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
な 

■い
こ
と
は

い
ふ
ま
で
も
な
い
。
從
っ
て
、
大
資
本
の
山
林
へ
の
進
出
.も 

亦
、

,層
容
易
に
な
っ
た
こ
と
.は
讓
實
で
あ
る
。

(

独
十
五)

「

サ
テ
此
水
ノ
使
用
ニ
關
シ
テ
ハ
餘
程
考
.へ
ナ
ヶ
レ
バ
ナ 

ラ
ヌ
ノ
ハ
、…

用
水
ナ
ル
モ
ノ
ハ…

農
業
ニ
最
モ
必
耍
デ
ブ
リ
マ
ス
ヵ 

ラ
、…

農
業
ノ
方
ト
林
業
ノ
方
ト
銜
突
ス
.ル
ャ
ゥ
ナ
'
コ
ト
ガ
ア
ツ
テ
ハ 

ナ
ラ
ヌ…

」
(

前
揭

•
久
米
政
府
委
員
の
答
辯)

(

註
十
六)

.前
掲
•
久
米
政
府
委
員
の
答
辯

(

註
十
七)

前
揭

•
提
案
理
_
說
明 

.

.

‘

(

註
十
八)

こ
X

Kい
ふ
原
案
と
は
、
驻
四
と
同1.

で
あ
る
。

第
六
十
ニ
條
森
林
組
合
ハ
左
ノ
各
號
ノ
ー 

1 !

該
當
ス
ル
場
合
一
一
於
テ 

必
袈
ナ
ル
事
業
ヲ
爲
ス
爲j

定
ノ
地
區
ヲ
限
リ
之
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト 

ヲ

得
■ 

‘

1
.

.國
土
保
安
ノ
爲
又
ハ
森
#
ノ
荒
廢
ヲ
防
止
ブ
若
ハ
荒
廢
セ
ル
0
 

林
ヲ
囘
復
ス
ル
爲
必
耍
ナ
ル
■ト

キ

' 

.

■ 

■

丄
マ
森
林
力
所
有
者
ヲ
異
;=
.
'
ゾ
協
同
シ
テ
施
行
ヲ
爲
ス
二
^

サ
レ
パ
'

六

四

(

五
.ニ
八)

.書

.

其
ノ
利
用
目
的
ヲ
達
ス
ル
.困
難
ナ
ル
ト
キ

三
森
林
產
物
運
搬

)

1必
耍
ナ
ル
.エ
事
ヲ
ナ 
'ゾ
又
ハ
之
ヲ
維
持
ス
ル 

爲
關
係
者
ノ
協
同
ヲ
必
獎
卜
ス
ル
ト
キ 

ぐ
四
森
林
ノ
危
害
防
止
一
一
付
關
係
漭
ノ
協
同
ヲ
必
耍
ト
ス
ル
ト
キ 

(

註
十
九)

前
掲
•
久
米
政
府
委
員
の
答
辯 

(

註
二
十)

•
藤
崎
朋
之
議
員
に
對
す
る
久
米
政
府
委
員
の
答
辯 

(

註
ニ

十
一)

.
一
九
〇
七
年

一

二
月
二
五
日
.
•勅
令

•
第
三
四
八
號

•
 

森
林
組
令
令
。

'

■

(

註
一一

十
二)

舊
森
林
法

第
六
條
森
林
ヲ

.開
墾
セ
ム
ト
ス

I
者
ハ
府
縣
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ク
へ

シ

(

註
二
十
三)

：

河
弁
議
員
の
質
問
に
對
す
る
久
米
政
府
委
員
の
答
辯
。

苛
、
改
芷
森
林
法
は
、
保
安
林
に
關
す
る
部
分
を
除
き1

切
の
開
墾
制 

限
を
削
除
し
た
。
： 

*
:

(

註
二
十
四)

こ
れ
は
、
'不

要

存

置

國

有

林

野
整
理
處
分
規
則
•
一
九 

1

五

年(

大
正
四
年)

七
月
•
農
商
務
智
令

•
第
一
四
號
と
し
て
具
體 

化
し
だ
。
'

■

.(

註
ニ
.十
五)

米
穀
生
產
額
及
輸
入
額
の
槪
耍
は
次
表(

次
頁
に
揭
ぐ)

.
の
通
P

で
あ
る
。
生
產
額
は
、
農
秫
大
臣
官
房
統
訃
課
•
明
治
六
年
乃 

至
昭
和
闽
年
農
林
省
累
年
統
計
表

.
眧
和
七
年
三
月
刊
ょ
り
引
用
。
輸 

入
額
は
0.
本
帝
國
統
計
年
鑑
に
據
.る
。

(

註
ニ
十
六)
こ
れ
，は
、
火
入
取
諦
に
關
す
る
條
文
を
比
較
す
れ
ば
明 

‘白
：で
あ
る
，
 

.

.

•

生 （産:額
輸入領(担) 備 考

明治 3 7 年 

ク 3 8 年 

e 3 9 年 

ぐ 4 6 年 

° 4 1 年

51.430,221
i ■

38,172,560

46,302,580

49,052,065

51,983,893

执
14,731,785

11,595,913

6,101,088

6,770,284

4,853,542

§こ百斤

舊

森

林

法

. 

.

 

第
三
.十
三
條
森
林
官
吏

又
ハ
#
察
官
吏
ノ
許
可

ヲ
得
ス
シ
.テ
森
林
內
ニ

火
入
ヲ
.爲
ス
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
四
條
森
林

li

接 

.續
ス
ル
原
野
ニ
火
入
ヲ 

爲
ス
•
'ト
キ

ハ

森

林1ー
對 

シ
.テ
豫
メ
防
火
ノ
設
備 

ヲ
爲
ス
へ

.ゾ

.

第
三
十
五
.條
森

林

-I

於
：

.

テ
濫
二
焚
火
ヲ
爲
シ
又 

■■
:
ハ
.炬
火
を
槐
帶
ス
ル

'

ト
ヲ
得
ス 

'

，改
正
森
林
法

...第
七
十
八
條
.

森
林
又
ハ
之
一一接
近
セ
V 
土
地
，
-

r

火
入
ヲ
爲
サ
ム
ト
ス 

■

ル
ト
キ
ハ
森
林
官
吏
又
ハ
#
察
官
吏
ノ
許
可
ヲ
受
ク
へ
シ

第

七

十

九

條

前
條
ノ
火
入
ヲ
像
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
豫
メ
防
火
ノ
設 

備
ッ
爲
シ
且
接
近
セ
ル
森
林
ノ
所
有
者
又
ハ
管
理
者
ュ
其
ノ
旨
ヲ
通. 

知
ス
へ
シ

(

貼
ニ
十
七)

表
面
的•

1

等
的
現
象
で
あ
る
こ
と
は
、
.火
入
緩
和
が
.
-

森
林
法
改
正
の
主
旨
と
相
反
ず
る
も
.の
で
あ
る
こ
と
.
に
ょ
，つ
て
十
分
惟.

. 

 ̂

- 

.

林

業

'史
.
.研
.究

(
1

>
:

.

測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
森
林
法
施
行
規
則
ン
一
九
Q

七
年
-
二

月

ニ

六 

日
> 

農

省

務

省

令

•
.
第
二
一

 

號
の
規
定
.
に
よ
.

つ
て
明
ら
か
.で
あ
る
。
卽 

ち
、
同
規
則 

•

. 第
！
！

十
三
.條
康
林
法
第
七
十
八
條
ノ
規
定
一
一
依
リ
火
人
ノ
許
可
ヲ
受 

ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
御
料
林
又
ハ
$

近
接
セ

ル

土
地

一

一

係
ル
モ
ノ
ー
一 

付
テ

ハ
帝
室
林
野
管
理
局
森
#
胄
吏
、
國
有
林
，夂

ハ

之
ニ

接
近
セ

ル 

土
地| 「

係
ル
モ
.ノ 
-一
 
付
テ
ハ
林
區
箸
森
林
官
吏
其
他
ノ
森
林
又
ハ
之 

..II

接
近
セ

ル

土
地

一

一
係

ル

モ
ノ
一
一

 
付
テ
ハ

瞥

察

官
吏」

一

申
請
ス
へ
シ 

火
入
ヲ
爲
サ
ム
ト
ス
ル
森
林
又
ハ
土
地
力
他
人
ノ
所
有
又
ハ
占
有
二 

屬
ス

-;
1
>ト
キ
ハ
所
有
者
又
ハ
.占
有
者
ノ
承
諾
ヲ
證
ス

ル

鲁
面
ヲ
申
請 

書

-

i

添
附
ス
へ
シ
但
シ
御
料
林
又
ハ
國
有
林
內
ノ
火
入

ニ

付
テ

ハ
此 

ノ

限

ニ

在

、

ラ
：
.

ス

第
四
十
四
條
.前
條
ノ
申
請
ヲ
許
可
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
九
號
樣
式
餐 

略
丨
筆
者
註)

二
準
シ
テ
許
可
證
ヲ
、作
リ
之
ヲ
申
請
人
，二
交
付
ス
へ

シ

■ 

. 

•

前
項
.ノ
許
可
證
ハ
火
入
者I

一
 
於
テ
火
入
ノ
際
之
ヲ
挑
帶K

へ
シ 

第
四
十
五
.倐
.
.火
入

1
1付
延
燒
其
ノ
他
危
害
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ハ
森
林
官 

'吏
又

.ハ

瞽

察

宫

吏

ハ

何

時

ニ

テ

モ.
火
入
ノ
差
止
.又
ハ
火
入
ノ
方
法
若 

.
ハ
期

日

ノ發
更
其
ノ
他
相
當
ノ
處
置
ヲ
命
ス
ル
コ
>-
ヲ

得

、

-
 

第
四
十
六
條
森
林
又
ハ
之
一
一
接
近
セ
ル
土
地
二
火
入
，ヲ
爲
シ
タ
ル
者 

ハ
'火
氣
消
滅
シ
タ
ル
■後
.

1

一
非
'サ
レ
ハ
其
ノ
場
所
ヲ
立
去
ル
コ
ト
ヲ
得
.

ス

'.
,

:
 

.
, 

. 

,

.

第

四

十

八

條(

罰
則

•
省
略)

'

/

,

■*
. 

六

五

(

5.
1九)



V 

.へ：与
田
■學
會

雜

誌

：
第
！̂十

尤

卷

第

漫

:

ノ 
第
闯
十
九
條

.(

雨
右

'

.^
略)

. 

.

'ニ
':
''
'
1

:
.
,

 

6
ー|
十
：八)

一.

九

}
一
 
年

(

明
'治
四
四
年)

六
月

.
法
撖

.

.第
七
五

'
 

號
に
ょ
P
次
の
如
く
改
正
さ
れ
た
。

:
:

森
林
法

.
'

.第
七f

八
條

.森
林
、
原
野
、
.山
岳
又
ハ
荒
蕪
地
一
一
於
テ
ハ
地
方
，長

官

.

.

ラ
於
テ
必
豉
ト
認
メ
ま
務
大
自
ノ
罾
可
ヲ
得
テ
指
定
シ
タ
ル
場
合
ヲ
• 

f

除
ク
ノ
外
火
入
ヲ
爲
ス
コ
ト
.
ヲ

得

ス

.

前
項
指
定
ノ
揚
合
ュ
於
テ
火
入
ヲ
爲
サ
ム
ト
ス
ル
丨
ギ
又
ハ
前
項
以 

外
ノ 
土
地
ニ
シ
>
森

.#
二
接
紀
セ
.ル
土
地
，1ー
火
入
ヲ
像
サ
ム
ト
ス
ル 

ト
キ
ハ
森
林
官
文
又
ハ
瞥
察
官
吏
ノ
'許
可
ヲ
，
受
ク
へV
,

之
'に
ょ
っ
て
、
火
入
許
可
の
最
終
的
決
定
權
は
主
務
大
踣
.の
掌
搔
す
.る 

と
こ
ろ
を
な
り
、
火
入
は
事
.實
上
‘禁
止
的
制
限
を
咻
，せ
ら
れ
る
に
到
っ 

た
。
尙
、
森
林
法
の
改
正
に
も
拘
ら
.ず
、
施
行
規
則
に」

何
等
の
改
變
も 

加
へ
ら
れ
な
か
っ
た
靡
實
は
注EH

に
價
す
る
。

.

S
一
 1

十
九)

r

九

5

年
.(

明
治
四
三
年)

一
ニ
月
.
林
第
.五
八
一

九
號
通
牒
。

.森
林
法
の
改
正
に
對
す
る
反
論
乃
至
質
疑
は
、
-こ
れ
を
議
會
資
料
に
徵 

す
る
限
り
、
呀
容
が
極
め
て
概
念
的
で
あ
り
、
且
、
質
疑
の
核
心
が
、
さ 

き
に
述
べ
た
改

JH
の
耍
點
に
觸
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
我
 々

の
期
待
を
琺
だ
し
く
裏
切
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
田
と
.し
て
'は
、
密 

.議
に
携
は
る
議
員—

特
に
委
員
2

森̂
林
法
に
關
す
る
認
識
不
足
と
、
審 

議
期
間
の
短
縮
化
と
が
擧
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

• 

六
六
：

.$
_三
〇)

公
有
，
社
寺
有

•
私
有
淋
_の
監
督
權
强
化
に
っ
い
て
は
、
枝
葉
に
屬
す 

る
1

_行
案
又
ハ
施
^

|

|

4
に
異
常
な
關
心
を
示
し
て
、
ゐ
る
に
も
拘
ら 

.ず
、.原
案
•
.第
一
.
1
べ̂
以

下

、
原
案
の'文
章

を
略
す

)

の
意
義
及
び
影 

響
に
關
し
て
は
、
單
に
、
■そ
れ
に
ょ
っ
て
惹
起
さ
る
べ
き
事
實—

こ
れ
 ̂

重
大
な
內
容
を
含
ん
で
ゐ
る
ー
を
確
認
じ
な
が
ら
も
、
敢
へ
て
、
そ
れ
以 

上
追
求
し
や
ぅ
と
は
し
な
が
つ
た
。
.こ
の
こ
と
は
、
_
双
^
の
辎
議
㈧
罾 

を
知
る
上
に
好
個
の
手
懸
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
槪
要
を

 ̂

ベ
て
を
く
。
. 

. 

. 

•

第
一
一
一
條
の
{
#議
過
程
を
通
じ
て
明
ら
か
に
'さ
れ
こ
と
は
、
第
一
に
、
 

こ
办
琢
記
さ
れ
て
ゐ
る「

行
政
官
廳」

'と

は「

地
方
廳」

を
指
す
も
の
で 

あ
り
、
S'
ニ
に
、
造

林

命

令

に

從

は

ぬ

私

有

林

所

有

者

は

、

理
田
，の
如
何

.
 

を
問
は
ず
、
.造
林
義
務
の
代
理
行
爲
者
に
對
し
て
、
そ
の
費
用
を
完
全
に 

補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.と
い
ふ
ど
と
で
あ
る
。
.例
へ
ば
、
後
者
に
つ 

い
て
、r

(

造
林
丨
筆
者
註)

ヲ
葸
ル
ャ
ゥ
ナ
場
合
ガ
ア
ル
ト…

、
其
費
用 

パ
國
税
徵
收
ノ
方
法
ノ
例
二
ョ
ッ
テ
ヤ
ラ
レ
ル
ト…

、，
身
代
限
リ
ヤ
ラ
レ 

ル…

、
サ
ウ
ス
ル
ト
已
レ
ノ
所
有
權
ヲ
資
カ
ガ
足
7
ナ
ィ
カ
ラ
、.
造
林
ヲ 

セ
へ
ズ
1 -
冑
ィ
タ
爲
ニ
ス
ッ
'
カ
リ
取
ラ
レ

.ル…

結
果
ヲ
來
ス
處
レ
ガ
ア
リ
マ 

ス
カ」

と
い
■ふ
質
間
に
對
し
、

r

公
共
團
體
ニ 

(

造
林
ヲ
丨
筆
著
註)

サ 

セ
ヅ
罾
㈤
ハ
、
.
造

鉢

義

務

者

が

出

サ
0
ト
キ
ハ
、…

山
秫
ハ
公
賣
サ
レ
ル 

コ
ト
ニ
ナ
ラ
ウ
カ
卜
思
ヒ
マ
ス
ガ…

」

と
應
へ
、
更
に
、「

(

造
林
ノ
爲
ニ 

丨
筆
者
註)

公
共
團
體
又
ハ
行
政
官
廳
ガ
金
ヲ
使
ッ
タ
其
辨
償
ハ…

、
本 

人

-一
斟
ッ
テ
求
メ
ャ
ゥ
ト
ーK

フ
ノ
デ
、
一

…

身

リ

マ

デ

取

ル

ト

ー

K

フn 

ト
デ
ア
リ
マ
スJ
と
前
言
を
繰
返
し
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
質
疑
應

議

:>
:私
有
林
の一

部
で
あ
る
個
人
有
林(

私
有
林)

.を
中

心

と

し

.て
行
は 

れ
た
の
で
あ
る
が
、
私
有
称
に
ば
、
こ
の
他
、
私
法
人
の
所
有
林
•
共
有 

ゆ
山
林
、(

公
法
人
た
る
資
格
を
喪
失
し
た
部
落
有
林
•
舊
村
有
林
等
も
含

.
 

む)

も
存
在
し
、
且
、
造
林
命
令
の
對
象
が
私
有
鉢
の
み
に
限
定
さ
れ
ン 

ず
、

「

荒
廢
ノ
處
ア
ル」

こ
と
の
認
定
が
金
面
的
I
地
方
長
官
に
委
ね
ら 

れ
て
ゐ
る
と
と
を
考
へ
る
な
ふ
ば
、
第
一
一
•.ニ
條
に
よ
る
國
家
の
監
督 

權

は

無

制

限

に

搬

大

强

化

さ

れ

た

と

.い

ふ

こ

と
.が
祟

る

。

こ
の
結
果
、
 

私
有
林
所
有
者
は
、
.經
營
の2H

肉
は
も
ど
よ
り
、
' そ
の
所
有
權
さ
へ
も
脅 

か
さ
れ
る
に
至
っ
た
.。
加
ふ
る
に
、
保
安
秫
へ
の
指
定
，
編
入
が
丨
こ
れ 

は
、
山
林
の
便
用
權
に
重
大
な
制
限
を
課
す
る
も
の
で
あ
る—

主
務
大
臣， 

と
地
方
森
林
會
の
一
合
意
に
よ
り
施
行
さ
れ
る
實
情
の
下
に
於
て
は
、
私 

有
称
に
對
す
る
干
渉
の
異
常
な
執
拗
さ
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
然
も
、 

こ
れ
等
の
措
置
が
、
.果
し
て
、
.有
效
適
切
で
あ
る
.か
否
か
1
關
し
て
は
速
.
'

.

.
斷
し
得
な
い
.の
で
あ
づ
て
、
徒
ら
に
、
屋
，上
屋
を
重
ね
る
の
感
を
拭
.ひ
得 

な
い
の
は
、
獨
り
畿
渚
の
み
で
は
t
い
で
あ
ら
ぅ
。
他
方

、
' .一
省
令
に
過 

ぎ
な

.い
森
林
法
施
行
規
則
_ (

以
下
、
施
行
規
測
と
略
撒
す
.る)

へ
が
、

-1
ゑ 

「

典
團
蹬
又
ハ
社
寺
ノ
代
表
者
ハ

其

ノ

公

共

目

罾

义

ハ
社
寺
に
滕
.ス.
ル
原

.
 

野
、
山
嶺
、.荒
雜
地
文
ハ
'森
眯
タ
リ
ゾ
：モ
ノ

r-V

テ
規
ニ
荒
蕪
セ
.，%

3/

•I

付
森
林
卜
^
テ
管
理
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
杏
ト
ヲ
區
分
、ゾ
第
三
號
樣
ニ
準 

シ
テ
區
分
霄
ヲ
作
リ
地
方
長
官
ノ
定
メ
タ
ル
期
に
內.

i
l

ゲi

ヲ
地
方
長
官1

'- 

差
出
ゾ
認
可
ヲ
受
ク
へ
シ
。

ノ

;

:■
•
.

地
方
畏
宫c

區

分

ブ

逊

取

ゾ

テ

前

項

ノ

認

可

ヲ

與

へ

ル

..コ
ト
ヲ
得 

:
v

前
.ニ
.項
：
，

If .

ョ，
.•リ
認
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
區
分
ヲ
變
更
セ
ム
ト
ス
ル

.

トキハ

地

法
方
畏
官
ノ
認
可
.ヲ
婪
ク

?,
l
jと
規
定
す
る
.に
及
ん
で
、
•公
有

.社
浮 

有
林
野
の
.運
命
も
亦
、
國
家
權
力
の
掌
捤
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
か
、 

る
規
菸
は
、

.

「

官
吏
が
此
條
文
ハ
第
一
一
條
1

筆
者
註)

を

な

 

ら
ば
、
私
有
林
經
營
の
诌
田
.は
際
限
な
く
蹂
躪
せ
咚
れ)
る
で
あ
ら
ぅ」

と 

思
は
れ
る「

驚
く
べ
き
廣
沉
な
施
行
方
法
の
指
定」

t-
e
あ

4
が
、
こ
れ
は
、
.
 

決
し
て
、

「

他
の
諸
規
定
間
の
空
隙
を
瑱
充
す
る
爲
め」

の
み
で
は
i
く
o ' 

中
央
集
權
的
國
家
權
力
の
强
化
に
資
す
る
爲
の
、
市
町
村
制
の
强
技
4
部 

落

有•

公
有
林
野
の
統
一
なる

基
本
的
理
念
.と、，

一
般
農
民
の
現 

視
し
'
山
林
を
商
品
的
林
木
生
產
に
統
一
せ
ん
と
ず
る
胄
罾
吣
«1
1
一
 
主
義 

の
所
產
な
の
で
あ
る
。
然
而
、
こ
の
觀
點
に
據
ら
ざ
る
限
り
、

「

此
管
理 

區

分(

施
行
規
則

.
第
二
條
丨
筆
者
註)

は…

土
地
所
有
權
に
對
す
る
重
.

:

犬
な
制
限
で
あ
る
か
ら
、
满
1#
を
以
て
規
定
す
る
の
が
穩
常
で
あ
る
が
、
.

 

‘省
令
を
以
て
規
定
し
て
©'
.る
-?
:

^

と

の

必

然

性

を

理

解

す

る

こ

と

は

困

難
 

で
あ
ら
ぅ
。
、
 

.

.

.
 

二 

改
正
森
林
法
の
核
心
と
も
稱
せ
ら
れ
る
第 
一

V
一
一
條
に
っ
い
て
、
我 

メ
'の
法
因
に«
す

る

遭

疑

は

、
傲

か

に

、
右

に

掲

げ

ぬ

.ニ

 
•
一
三

.

に
過
ぎ
ず 

こ
れ
が
反
論
に
至
っ
て
は
皆
無
に
等
し
い
漱
態
で
あ
¥

こ
の
上
と
は
'、 

旣

に

豫

想

さ

れ

た

こ

と

：と
は
い
へ
：
、
國

家

權

カ

の

强

化

を

改

圖

ゴ

る

政

府 

.側
の
完
全
■な
勝
利
で
.あ
り
、
反
面
、
.一

股
め
山
林
所
有
者
に
と
っ
て
新
し 

い

議

を

齎

し

た

.こ
と
は

.否
定
出
來
な
.い
。
然
し
、
國
家
權
力
の
.强
化 

は
、
'

こ
れ. と

#
！

ロ
し
得
る
人
々
の
支
配
力
を
も
增
加：

せ
し
む
る
が
故
に
、

'
こ
、
に
惹
起
さ
れ
た「

新
し
い
困
難」

，
が
，
、時
の
政
霞
力
か
ら
置
き
忘 

.れ
ら
れ
た
人
：々_に
對
し
て
、
倍
加
さ
れ
た
形
で
落
ち
か
i
っ
て
行
っ
た
の



1

一

I

田
學
會
雜
誌. ：：

第
四
十
七
卷
：
第
五
號

六

八

(

五
三
ニ)

.は
當
然
で
.あ
る
 

f
-:
一.
'
-
■.

て

.
:
’
：
.

5.
地
ノ
使
用
及
收
用j'

の
瑱
に
1
て
も
、
：
そ
.の
觀
議
狀
況
は
、
：：右
に 

.

.祝
較
し
て
、
.ざ
し

た

る
變
化
を
示
し
，て
，

:^
ゐ
な
い
。
む
し
ろ
、
第
六
〇
條 

(

§
^

と̂
す
る
質
疑
を
.別
と
.す

れ

ば>|
^
9内
容

は

よ.り
^

^

化
さ
れ
て 

ゐ
.る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
項
に
關
す
る
規
定
が
、
，何
故
か
.、
當
屙
の
意 

圖
を
金
く「

#■
-拔
き」
に
.し
て
組
立
て
ら
れ
、
従
っ
て
、
こ
の
規
定
が
現 

賢
の
問
題
と
だ
る
_
洽
は
極
，め
て
稀
で
あ
る
と
い
ふ
見
通
し
に
基
く
も9

 

ど
解
釋
し
て
を
か
^
°'
-
10
こ
ろ
で
、
こ
の
解
釋
が
正
じ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
'
 

■'我
.々
は
、
こ
，
:>
'に
!|
3
し
た
'「
何

故

，
か1-
を
も
含
む
幾
っ
か
の
問
題
.に
値
面
.
 

す
る
わ
け
で
あ
る
。
..
ま
ず
、
.改
IH
森
林
法
の1

般
的
特
質
を「

我
が
國
林 

業
の
保
護

•
•育
成
策i

で
あ
り「

林
木
の
商
品
化
^
進
策
^
で
あ
る
と
指
；
 

摘
し
、
•更
に
、
ー
そ
れ
等
の
政
策
が

「

小
3
:林
所

有

者

及

び

農

民

の

_

牲
に

:

: 

.
5
 王
C 
. 

, 

‘ 

.

5
 

.

よ
っ
て
行
は
れ
た」

と
す
る
我
.々
の
見
解
が
、

「

土
地
ノ
.使
用
及
收
用」 

規
定
の
’現
實
的
空
.文
化
に
.よ
つ
.て
變
M.
を
.迫
ら
れ
は
し
な
い
か
と

い

.ふ

こ
 

と
で
あ
る
。
然
し

、
：
.
こ
.

o

に
關
す
る
限
り
、
我
々
の
風
解
は
、
：前
記 

提
案
理
田
の
說
明
竝
に
政
府
委
員
の
答
_
に
よ
っ
弋
も
裏
付
け
る
こ
と
が
' 

出
來
.る
の
で
あ
つ
.て
、
必

ず

し

も

、

こ
の
規
定
に
の
み
：̂

す
る
必
要
の 

•な
，い
こ
と
を
^
げ
れ
ば
ナ
分
で
あ
ら
ぅ
。
然
ら
ば
、

--
.土
地

ノ

使
用
及
收 

m

j規
定
は
丫
㈣
故
に
、
實
際
的
效
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
.の
で
あ
ら
ぅ

.

V
 

0 

■ 

* 

•

力 

.

. 

.

旣

に

述

べ

た

如

く

、'こ
の
規
定
の
活
用
.に
よ
.っ
X
窗

'ら
さ
る
べ
.き
利
益
：
 

は
、

ー，部
大
山
林
所
有
者
と
林
木
の
商
品
化
に
蓐
念
す
る
商
業
資
本
家
と 

に
嫌
屬
す
る
拽
質
の
も
.の
.で
.あ
る
.。
そ
れ
故
、
こ
.の
兩
者
が
共
通
の
：刹
益

ン
に
向
つ
て
結
東
し
.た
な
ら

ば
、
そ

の

力

を

立

法
の
上
に
反
映
せ
し
.め
る
こ 

と
も
、
恐
ら
く
、
可
能
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
規
定
.
 

も
か
：な
り
の
變
貌
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
に
違
ひ
な
い
b 

.
乍
然
、
' 當
時
ト
の
兩 

者
に
對
し
て
密
接
な
聯
繫
と
統
一
的
行
動
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能 

セ
あ
っ
た
。
そ
れ
に
%
拘

ら

ず

、
木

材

の

絕

對

的

不

足

'に
際
會
し
た
大
山 

林
所
有
者
は
、

-
の
經
濟
狀
況
を
徹
底
的
に
利
用
し
、
更
に
は
亦
、
奥
地 

林
開
發
を
有
利
に
導
か
ん
が
爲
に
、
何
等
が
の
立
法
措
置
を
耍
菌
し
、
然 

も
、
.ご
の
要
望
が
無
視
す
飞
こ
.と
の
出
來
な
い
政
治
的
背
景
を
形
成
し
て 

ゐ
た
こ
.と
も
事
實
で
•あ
る

。
乍

然

、
彼

等

の

要

求

は

、
次
に
述
べ
る
一
一
.
つ
の 

理
坩
に
.
.
ょ
っ
て
著
し
く
制
时
さ
れ
た
。
そ
の 
一'
っ
•は
、
双
®
當
員
が
ホ
㈱
. 

的
に
抱
く
美
林
へ
の
肓
目
的
憧
れ
で
あ
り
、
獨
善
的
な
合
理
的
山
林
經
營 

へ
•の
執
着
で
あ
.る
。
一
こ
の
結
果
は
、
.常

に

民

有

林

の

濫

伐

を

非

難

す

る

反 

面

、
國

有
V
I料
に
み
ら
れ
る
特
權
的
山
林
經
營
の
讃
美
と
な
っ
て
現
は 

れ
て(

ゐ

た

。
八̂
は
、
政
治
權
力
と
の
結
合
に
ょ
つ
て
成
長
•
發
展
し
來
っ 

た
財
閥
的
大
資
本
の
林
ど
林
木
の
商
品
化
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る 

丨
へ
‘
.の積
極
的
進
出
で
あ
る
。
彼

^
は
枯
渴
し
た
内
地
の
森
林
資
源
に
は
.

1

顧
を
も
與
へ
ず
、
.最
大

の

利

潤

を

追

っ

てVそ
•の
主
力
を
植
民
地
に
於 

け
る
掠
奪
的
伐
採
に
集
中
し
、：
こ
の
無
償
に
等
し
い
材
木
を
旣
成
の
販
賣 

網
を
通
じ
.て
商
品
化
し
て
行
っ
た
？
こ
の
結
果
、
國
內
の
出
秫
所
有
者
は 

尠

な

か

ら

ざ

る

壓

迫

を■り
、
從

，つ
て
、
大

山

林

所

有

奢

と

の

.關
係
も
亦 

對

立

的

に

な

ら

.ざ

る

を

得

な

か

っ
た
。
f
 

>彼
等
の
掌
掘
す
必|

固
な 

勢
カ
と
廣
巩
な
紕
織
は
、
我
が
國
林
業
に
興
へ
ら
れ
た
一
時
的1

1
0

擔 

ふ
に
十
分
で
あ
：つ
た
。

•
こ
の
こ
と
枕
、
'漸
て
、
.國
內
の3

林
所
有
者
に
對

す

る

保

餿

，
育
成
策
が
棘
野
官
僚
の
.理

想

に

從

づ

て
、
巧

に

、#
疋
さ
.れ 

る
耍
因
と
，な
っ
た
の
：
で
あ
る
。
換
言
、す
れ

ば

、

「

土
地
ノ
'使
用

及

收

用!— 

規
定
は
、
國
內
の
大
山
林
所
有
者
の
希
望
を
無
視
し
得
な
い
と
い
ふ
意
味 

に
於
そ
の
，み

法

文

化
さ
れ
た
、

諝

は

ば

「

名

目

的

立

法

」

で
あ
っ
た
と
看 

做

す

こ
と
が
出
來
る
0

-'
'

.

合

制

度

の

創

設

は

、
.そ

の

臣

的

及

ぴ

制

度

そ

れ

自

體

に

於

て

さ 

し
た
る
論
議
を
喚
ば
な
か
っ
た
.に
も
拘
ら
ず
、
.運
.營
と
關
聯
す
る
條
頃
.に
.
 

於
て
は
、
.改
IH
森
林
法
の
#
議福通じ最も激

L
い
•

攻
擊
を
受
け 

た
。
そ
れ
は
、
第
六
八
條
の
促
i

pょ〕

っ

て

御

料

秫•.
國
有

林

に

例

外

的 

'地
位
を
認
め
a
と
す
る
政
府
當
局
へ
の
反
駿
で
あ
る
。
旣

^.
、

「

森
：
 ̂

合
ニ
ハ
政
府
及
御
料
局
モ
先
ズ
大
體
一一
め
テ

ハ
、
入
ル
モ
ノ
ト
.11
メ
テ
宜 

*

グ

イ

./
デ
ゴ
ザ
イ
マ
‘ス
ナ」

と
い
ふ
質
問
に
對
し
、

「

國
有
林
ノ
多
ク
ハ 

殆V

ト
入
ル
必
惡
ハ
ナ
カ
ラ
ゥ
ト
思
フ
ノ
デ
ス
、
御
料
林
モ
ド
..
ゥ

.
モ

入

ル 

必
要
ハ
ナ
カ
ラ
ゥ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
.ガ
、
ソ
レ
.ハ…

但
書
ノ
方
デ
モ
ッテ

…

 

萎
務
ガ
ナ
イ
ト
！

K

フ
.コ
.ト
ヲ
..
極
メ
'ヤ
ゥ
.カ
ト
思
フ
ノ
デ
スJ

と
應
へ
.な
が

.
 

ら
、t

何
故
ニ
義
務
ガ
ナ
イ」

と
追
求
さ
れ
：る
に
及
び
、

「

御
料
林
•
國 

有

_

ノ
如
キ
ハ
大
キ
ナ
モ
ノ
ガ
ー
纏
二
ナ
ッ
テ
ヰ
ル
カ
ラ
、
多
ク
ノ
場 

合
ハ
入
ル
必
要
ガ
ナ
カ
ラ
ゥ
カ
ト
思
ッ
テ
ヰ
ル」

と
除
外
例
を
御
料
称
•
. 

國

霖

に

限

定

せ

ず

、
但
書
の
'
一
般
化
を
仄
か
す
こ
と
に
ょ
っ
て
追
求
を 

避
け
て
：ゐ
る
。
乍

然

、
.こ
れ
に
續
い
て
、
兩
者
の
#
fi
的
經
營
に
對
す
る 

弊
害
が
强
く
指
摘
さ
れ
た
後
、「

御
料
林
ハ…

ャ
ハ
'リ
國

有

林

ト

一.

諸
二
、

. 

少
ツ
モ
他
ノ
森
林
業
者
ノ
利
害

„.l.

關
係
ヲ
有
タ
ナV

、

組
合
へ
入

■ル
：必
要 

C

ナ
イ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
、…

何
處
マ
デ
モ
御
敦
リ

1
1ナ
ル
、/
デ
ス
力」

と

•林
'業
史

，硏
.究

a
)

.

追

，ひ

詰

め

ら

れ

、

‘遂
に
、

「

必
ズ
入
ラ
ヌ
デ
宜
シ
ィ
コ
ト
ニ
ハ
ナ
ラ
ヌj 

ど
.す
石
解
‘釋
に
同
意
を
與
へ
る
に
^
っ
^ £
:i
一

」
の
結
果
は
、
施
ハ®

則
第 

三
六
條
に
具
體
化
さ
れ
た
め
で
あ
か
が
、
%

々
は
、
右
の
質
疑
に
，關
聯
し 

.て
、
'尙
、
若
千
の
說
明
を
附
け
加
へ
て
.を
き
た
い
と
思
ふ
。
そ
れ
は
、
森 

秫
組
合
の
條
項
を
詳
細
に
檢
討
し
た
と
き
、
そ
灯
影
響
力
に
於
て
、
第
六 

七
條
の「

砠
書」

を
遙
か
に
上
廻

る

條

項

を

見

出

し

得

る

に

も

^

ら

ず
、
 

質
凝
の
中
心
が
蓐
ら「

但
書」

に
集
中
さ
れ
た
事
實
を
如
何
に
理
解
し
、
 

•亦
、
.解
釋
す
る
か
と
い
ふ
'こ
と
'で
.あ
る
。
 

'

.

.

改

JH
-森
林

法

の

對

象

は

、

原

則

と

し

て

森

林

ー

殷

で

^

^

^

有
形
態 

の
別
に
ょ
る
特
例
‘等
は

何

等

認

め

ら

れ

て

ゐ

な

い

。

乍

然

、
國

有

林

®
法 

を
持
ち
、
早
く
か
ら
事
實
上
の
例
外
的
地
衞
を
A
め
.
.
て
ゐ
た
國
有
秫
と
、

.

舊
森
秫
法
施
行
以
來
、
條
文
ひ
解
釋
，
適
用
に
關
け
る
■數
次
の
交
渉
を
通 

じ
て
特
權
的
立
場
の
確
保
に
努
め
て
來
た
御
料
&

^ s
c
改

JH
森
林
法
に 

對
す
る
態
度
も
自
か
ら
異
っ
て
ゐ
た
。
■そ
れ
故
、
森
林
法
め
改
芷
に
當
っ 

El
r
f ^
i
政
府
常
局
へ
の

■̂

に
ょ
っ
て
、
豫
め
要
望
の
實
現
を
確
認
し
得 

.た
も
の
の
、
.こ
れ
を
旣
成
の
事
實
と
し
て
公
表
す
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ. 

た

.9
-從
っ
て
、
改
芷
森
林
法
に
關
す
る
限
り
、
御
料
林
の
.立
場

は

、
’國

有 

.称
に
比
べ
、
著
し
く
弱
か
つ
た
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
.と
こ
ろ
が
、
除 

外
例
の
設
定
を
通
U

V兩
者
の
特
權
を
明
確
化
せ
ん
と
す
る
意
圖
の
下 

■に
、
.
.當
初
か
ら
、
.こ
の
兩
素
を
想
定
レ
て
揷
入
さ
れ
.た
，.

「

但
書」

‘は
、
條 

文
そ
れ
自
身
の
性
質
か
ら
し
て
も
、
當
然
、
■論
議
は
避
け
ら
れ
な
，か
っ
た 

■で
あ
ら
ぅ
で
加
之
、
兩
者
の
內
包
す
る
諸
矛
盾
の
激
化
に
っ
.れ
て
、
他
の 

■

藤
に
及
ぼ
す
弊
害
は
顔
著
と
な
り
、
人
々

©
間
に
は
、
兩
者
へ
の
不
信

、
:■ 

六

九

I (

五
三
三)

 ̂

t
r
.
l

n

く 
l

i

、
J

i'
*-



..r ni :

田
學
會
雜
餘
プ
 

◊，
'
.ハ
:;

と
不
滿
と
が
根
强
く
形
成
さ
れ
，て
.ゐ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、「

但
書」

へ
.；
の
攻
擊
が
異
例
の
、激
し
さ
を
以
て
行
は
れ
た
最
大
か
理
坩
で
あ
っ

.た

.

,
pち
、
改

+

の
審
_
過
程
に
於
て
繰
返
し
繰
返
し
述
べ
'
ら

れ

た

兩 

者
へ
.の
不
信
は
、
逐
に
、

「

但
書j

を
原
贩
の
ま
'
A容
M'
す
る
こ
と
を
拒
.
 

否
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
か
、
.る
反
駿
も
、
：

「

伹
書」

_の
性
質
に
大
き
：な-.

一
變
化
を
興
へ
る
に
は
至
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
，そ
れ
は
、
改
返
森
林
:.
.
 

法
の
本
質
を
衝
，い
た
と
い
ふ
意
味
に
於
て
高
く
評
價
さ
る
べ
き
で
あ
る
0
 

以
上
の
硏
究
に
基
き
、
；改
正
森
林
法
の
拽
格
を
一
股
化
し
て
規
辑
す
れ
.
 

ば
•次
の
如
く
で
あ
る
。
卽
ち
、
改
正
森
林
法
.は
、
我
が
國
林
業
の
急
速
な 

發
展
钇
期
す
る
爲
に
、
森
林
を
强
カ
な
國
家
權
力
に
ょ
：っ
て
統
制
し
運
營 

せ
ん
.と
試
み
た
。
從
っ
て
、
國
家
權
力
の
强
化
を
狙
ふ
部
落
有
林
野
の
統 

.一'に
對
し
て
は
、
强
硬
な
態
度
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
.に
、
_

の
：

■發
展
と
は
、
畢
竟
、
林
木
の
.商
品

化

に

外

な

ら

ぬ

と

す

る

考

へ

方

は

、
；
一
： 

方
•に
於
て
、
財
閥
資
本
の
植
民
地
林
業
へ
の
參
加
を
援
助
し
、
掠
奪
伐
採 

容
認
の
立
場
を
と
ら
し
め
た
。
他
方

' 
國
內
の
森
淋
に
對
し
て
は
、
.逆
に
：
 

廣
巩
な
監
督
權
を
確
保•

行
使
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
美
林

H
商
品
價
値
を 

特
っ
山
秫
の
育
成
に
努
力
を
法
い
だ
の
で
あ
る
。.森
林
組
合
制
度
の
設
置
.
 

は
、
後
者
の
目
的
賞
逐
の
手
段
と
し
て
下
部
組
織
の
結
成
を
計
っ
た
も
の
■.
 

で
あ
.っ
て
、
そ
の
ホ
核
に
大
山
鉢
所
有
者
が
措
定
さ
れ
、
彼
等
の
活
動
に 

.は
最
1
の
便
利
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
勿
論
、
こ
の
場
合
に
も
、
山
秫
の 

持
っ
他
の
役
割=

治
山
治
水
が
最
大
限
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で 

も
な
ぃ
。 

... 

、.(

註

.ブ
>
.
.
貴

.
衆
兩
院
に
於
け
る
委
員
.の
氏
名
は
次
の
通
”
.でぁ
る
。
-

.

.

.
一
 

七
0:
.
-

(

璧

四

)

..

.倚
、：

衆
議
院
の
委
舞
に
.：就
て
は
、
本
稿
に
必
耍
と
認
一
め
ら
れ
_る
略
歴
を

:■
■
附

し

た
 

0

 

..

.

•

'

■

..

,

.

.貴族
院
委
員
氏
名
。

(

訓
不
同)

' 

.

V
. 

.
ニ
條
基
弘

.
平
松
時
厚

.松
！

f

直
敏•

尾
崦
三
良

•宮
家
小I

.
園 

.

.

.田
安
賢•

安
場
未
喜

.
原
保
太
郞
ン
山
田
爲
暄

•藤
跖
四
郞
ゝ
武
井

•

.
守
芷
.
.
奧
山
政
治

_ 

•
.
岡
_
良

平
•
‘辰
己
橹
太
郞
.
澤
原
俊
雄 

泰
議
院
委
員
氏
名
。
''(

順
不
同

.
〇
印
特
別
委
員)

Q
木
寡
武
太
夫
.
.群
馬
縣
ノ
立
憲
政
友
會
。

農
エ
銀
行
取
締
役

*
伊
香
保
鑛
泉
場
取
締
役
.0 

.

後
藤
文

.

一

郎

愛

知

縣

。
' ..同

右
。
.

.愛
知
縣
々
#
議
員
。

ぐ
武
滿
義
雄
鹿
兒
島
縣
。

周
右

0

.

, 

加
世
田
镚
漁
業
株
式
會
社
。

.

' 

.安
念
太
左
衞
！：

.富
山
縣
。

憲
政
本
黨
。

越
鐵
遒
株
式
會
社
.

〜

中
越
鈒
行

.，
富

山

日

報16
:
役 

齋
：藤

良

輔

.
山
形
縣
。：

同

.
私
。

.

.,
山
形
縣
々
會
議
員

.-
水
利
土
功
組
合
議
員
。
'

■■
福
島
宣

.
'三
福

井

縣

。

大
同
俱
樂
部
。

.
農
商
務
省
御
用
掛

•
大
韓
勸
農
株
式
會
社

•
東
洋
，漁 

. 

'
業

•
東
‘洋
捕
鯨

•
東
京
運
河

•
帝
國
電
燈

‘
東
洋
電

.
 

氣
工
業
株
式
會
社
他
數
社
の
重
役
。

•.

,
-

' 

•石
井
' 

.
信
：

」

秋
田
縣
。

.
立
憲
政
友
、會
。

'

.

:秋
田
縣
々
會
議貫

*.

町
立
湯
濘
圖
書
館
長
。

'

I

1

美

彌

龍

彥

山

ロ

縣

，。
.
1同

.右
。

.

•

.

地
.方
淼
林
會
議
員

•
縣

農

會

副

會

長

•
：蠶
絲
業
組
合

ノ

長

*
防
長
米
同
業
姐
合
長
等
。

]:
藤

錄

助

長

野

縣

。

同
：
右
。

'

.

, 

縣
蠶
種
同
業
組
合
聯
合
會
議
長
.
•
蠶
絲
業
組
合
中
央 

.

,

,
會
議
員

•
.丸
子
鐵
道
株
式
畲
社
重
役
等
。

.

佐

藤

伊

助

.
新
潟
縣
。

憲
政
本
黨
。
.

町
會
議
員

'
學
務
婺
員
等
。

■

,

.
大
野
龜
三
郞

‘ 

g

阜
M
。

立
罾g

志
#

。
,

:

.
株
式
脅
社
興
業
銀
行

•
蘇
東
銀
行
•
北
海
道
馬
匹
獎 

' 

,

.

.
勵
株
式
#
社
重
役

.

.生
產
調
査
會
委
員
等
。

•■ 

.
藤
崎
肋
之

.高
知
縣
。
.
立
憲
國
民
黨
。
，

,

.

辯
護
士 

•縣
脅
議
長
等
。
■

.

:
河
原
林
義
雄
京
都
府
。
：
立
憲
放
友
會
。

,■

嵯
哦
木
材
合
資
會
社
へ
京
都
農
工
銀
行
重
役
.
縣
會 

■
.
.
議
長
等
。
'
.

：

.

-

.

:

.

'
o山
本

幸

彥

高

知

縣
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參
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。
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參
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又
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シ
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櫛
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憤
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.
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參
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蜜
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又
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縣
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縣
名
眷
職
參
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參
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參
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岡
縣
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務
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林
法
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尙
、
.こ
れ
と
關
聯
し
て
、.
當
時
の
大
阪
朝
日
が
次
の
如
く
指
摘
し
て
ゐ 

.る
の
.は
興
味
深
い
0
卽
ち
、

「

玆
に
最
も
意
を
至
す
べ
き
は
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直
接
監 

■
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當
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當
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す
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な
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濫
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〇
年
一
部
改
正
、

一
九
二
年

.
 

.(

明
治
四
四
年)

''
全
文
改
正
丨
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
東
京
，市
制
調
査 

.
會
葡

•
自
治
五
.十
年
史
•參
照
。
：

(

註
十
九)

「
(

地
方
廳
ガ
造
林
義
務
者
ノ
代
理
行
爲
ヲ
爲
ス
コ
ト
一
一
ッ 

:

'
ィ
テ
丨
筆
者
註)

山
ヲ
黑
ク
ス
ル
ノ
ガ

必
要
デ
ス
カ
ラ
罰
則
ハ
ア
リ
マ 

セ
ン」

ハ
福
島
議
員
. ©

質
間
に
錄
す
る
夂
米
政
府
委
員
の
答
辯
じ

(

註

1

I

A菌
部

•
前
掲
書
、

一
五
頁
。

.

.

.

S
ニ
.十1 > 

僅
か
に
花
井
卓
藏
議
員
が
全
文
の
苒
檢
射
を
理
甶
に
、
 

上
程
延
期
を
要
求
し
た
の
み
で
あ
る
。
尙
、
こ
の
要
求
は
、衆
議
院
に
於 

け
る
森
林
法
密
議
過
程
に
現
は
■れ
た
唯

一の
反
對
論
と
看
做
さ
れ
る
。
 

(

註
ニ
十
二)

'
一
般
の
山
林
所
有
者
と
は
、
民
有
林
一
般
の
意
味
で
あ 

る
。

.

- 

/

(

註
ニ
十
三

)

-

.

，
一'

.

'

.

第
六
十
條
，
流
木
竹
ノ
爲
必
要
ア
ル
場
合
に
於
テ

、ノ
沿
岸

ノ 
土
地
二
立 

.
入
ル
.
.

コ
ナ
ヲ
得
此
ノ
場
合

1
!
.

於
テ
'損
害
ア
リ
タ

'
ト
キ
ハ
賠
償
ヲ
爲
：
 

ス

ペ

シ

■

•

(

註
ニ
十
四

)

,
膈
島
議
員
の
質
問
參
照
。

:

.

ハ
ぎ一

十
五)

こ
の
解

釋

の

.妥

當

性

に

つ
い
て
.確
證
を
示
す
こ
と
は
困 

難
で
あ
る
故
、
か
丄
る
表
現
を
用
ひ
た
。
 

.

.
 

C
S
1

十
六)

.
第

亍

三

•
四
節
參
照
。 

.

• 8
1
.

一
十
七)

.第

一 .

節

•
彫
七
參
照
。

(

註
一1.

十
八)

か
\
る
傾
向
は
、
決
し
て
當
時
に
だ
け
み
ら
れ
た
も
の 

で
は
な
.い
。
例
へ
ば
、
^

田
鍁
藏
氏
嫁
、；
明
治
三
〇
.年
代
に
於
げ
る
國 

有
林
經
營
の
生
長
過
程
を
論
じ
た
後
、

「

そ
.の
生
產
ガ
を
み
る
と
、
、
內 

地
國
有
林
の
林
庳
物
坐
庳
量
は
、
.平
.時
に
お
い
て
m
材
垒
生
產
fi
の
一一. 

割
、」

薪
炭
，材i

割
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、
用
材
は
秋
田
の
.ス
ギ
、
青
森 

Q

ヒ
バ
の
ょ
ヶ
な
.喪
材
を
始

_め
と
し
、
民
間
に
.產
此
す
.く
な
_
い
貴
重
な 

長
大
材
を
庫
出
し
、
.單
な
.る
敷
置
の
.點
以
外

.に
處
要
.な
地
^-
に
あ
一
る
。
 

も
し
そ
れ
、
.こ
.の
生
庳
量
を
單
位
面
溃
あ
た
P
に
m -
箅
す
る
と
、
友
那

杯
業
史
，研
究

(
j
)

.

事
變
發
生
前
.、.」

町
步

1
:

年
に
五
.
石
餘
と
な
リ
、
私
有
林
の
一
六
石
ド 

.

比
：し
て
.，著
し
く
.低
い
_
が
、\
こ
れ
は
後
者
が
極
犯
の
過
伐
.
に

陷

つ

.て
ゐ

る 

か
ら
で
あ
’
つ
て
、
林
力
そ
の
.
も
の
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。…

日 

本
の
國
有
林
も
生
產
能
力
は
私
有
林
に
勝
り
、
そ
の
備
蓄
を
戰
時
に
備 

え
て
い
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
ぅ」

(

現
代
林
業
發
達
史
序
論
㈠

*
林 

.

.業
經
濟
•
第
四
卷
•

第
六
號
V

昭
和_

1
H

ハ

年

六

月

刊

，
ニ

〜
三

頁
。)

 

と
國
有
林
の
役
割
を
述
べ
て
ゐ
る
。
然
し
、
こ
X

で
は
、
私
有
林
の
過 

伐
が
國
有
林
の
備
審
，を
辅
ひ
、
更
に
.
、
そ
れ
が
特
權
的
經
營
.
に
ょ
つ
：て 

擁
護
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
は
何
等
觸
れ
て
ゐ
な
い
。
か
'
る
國
有
林
の 

理
解
が
國
有
杯
'
の
誤
れ
る
讃
美
で
な
け
れ
ば
幸
で
あ
石
。

餘
ニ
十
九) 

'大
資
本
の
外
地
進
也
は
、」

九
0
三
年
、
三
井
物
產
が 

旭
川
第
七
師
團
創
設
に
必
耍
な
る
建
築
材
の
製
材
を
.目
的
と
し
て
、
石 

狩
軋
砂
..
：川
.町
に
砂
川
木
エ
場
を
創
設
し
た
と
き
以
降
と
考
へ
て
'大
過
な 

.
い
.で
あ
ら
ぅ
0
. 
■ 

. 

• :■ 

.

.
■-

■(

註
三
十)

第
.
.
ニ
節
參
照
。■

-

-
 

.

,
s
?
,
l

)

. 

'

第
六
十
八
條
森
林
組
合
成
立
シ
タ
ル
ト
キ
.ハ
組
合
員
タ
ル
^
お
ヲ
有 

.
ス
ル
.者
ハ
總
テ
組
合
員
ト
ス
但
シ
命
令
又
ハ
定
款
一
一
於
テ
加
入
ノ
義 

務
ナ>

 

ト
定
メ
タ
.
ル
者
ぐ
此
ノ
限.

1
1

在
ラ
ス 

(

驻
三
十一!

)
、

福
島
議
頁：

の
質
問
及
久
米
政
府
.委
貴
の
答
辯
。

s
l
l
l
v
n
D

 
二 

.

■:
'

.

第
三
十
六
條
-

御
料
林
又
ハ
國
有
林-

I

忖

テ

.
ハ

帝

室

体

野

管

理

局

又

ハ 

政
府
ハ
獨
立
シ
テ
經
營
ス
ル
ヮ
不
便
ナ
リ
ト
ス
ル
場
介
ヲ
除
ク
ノ
外

七
'三

'
' (

五
三
七)

，

ぎ

5いi/

I



四T 1 市附近略圖，
太字は本稿において述べる町参丨名を示す

I

褪

類

あ

り

、

記

載

內

容

、
、
提

出

先

の

相

違

か

ら

、

同

一

の

規

準

に

基

い

た

も
の
と
は
思
え
な
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時
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か
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る
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者
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札
明
細
帳
の
.硏
究」

-
 

,

村
明
細
帳
を
通
じ
て
み
た
伊
勢
の
農
村
と
都
市

(

註
三)

戸
谷
敏
之
：

T

镲
川
時
代
に
於
け
る
農
業
經
營
の
諸
類
.型j

 

9

チ
ッ

ク

.-,
、、、
ユ
I
ゼ
ア
ム
••ノ
丨
ト
第
一
八)o

な
.
ぉ
同
#
に
お
い 

て
、
戸
谷
氏
は
.
と
.

の
村
.
々
を
和
模
以
西
、
伊
勢
迄
の
東
海
區
農
村
の
代 

:
表
と
し
て
考
え
て
居
ら
れ
た
樣
で
あ
る
0

.こ
の
地
方
に
關
す
る
硏
淹
は
、，1

般
的
に
言
つ
ち
非
常
に
少
い
と
言
わ 

ね
ば
な
ら
な
い
。
§

)

こ
れ
に
は
幾
つ
，か
の
理
的
が
考
え
ら
れ
る
が
、
 

今
こ
こ
に
擧
げ
る
必
要
も
あ
る
ま
.い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
つ
て
こ
の 

地
方
の
硏
究
が
重
要
.で
な
い
，事

に

は

な

ら

な

い

と

考

え

る

。

近

1|
?
:
の

經

濟
 

史
上
、
こ
の
地
方
の
果
し
た
役
割
は
、
，相
對
的
に
み
て
決
し
て
輕
く
は
な 

か
つ
.た
。
三
井
家
を
代
表
と
ず
る
伊
勢
商
人
の
活
躍
は
先
ず
第
一
に
擧
げ 

ら
れ
ょ
ぅ
。
又
そ
れ
に
關
聯
し
て
粉
坂
木
綿
の
名
で
知
ら
れ
る
綿
織
物
生 

產
、，
綿
作
、
及
び
菜
種
の
裁
培
等
は
、
局
地
的
で
あ
る
と
は
言
え
京
都
、
 

大
坂
を
中
心
と
す
る
所
韻
先
進
地
帶
の
農
村
の. 一

翼
を
形
成
し
て
.い
る
の 

で
あ
る
。
し
.か
し
、；：
か
\
る
性
裕
が
伊
勢
全
體
を
示
す
も
の
か
否
か
は
德 

だ
疑
問
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宙
島
敏
雄
氏
も
、
そ
の
著「

日
本
農
業
技 

術
史」

に
お
い
て
前
fa
”
谷

氏

の

示

さ

れ

た

諸

を

_

を
引
用
さ
れ
た
後
に 

「

明
細
帳
が
一
局
部
に
集
中
し
て
を
る
嫌
が
な
い
で
も
な
い」

(

訪
5

と 

疑
問
を
持
.た
れ
て
い
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
地
方
が
近
世
經
濟
史
の
硏
毙 

史
上
、'
'一
つ
の
眞
空
地
帶
と
な
つ
て
い
る
事
は
否
定
し
得
ま
い
。

■. 

.(

註
一
.

) 

'管
見
の
限
り
、
こ
の
地
方
に
關
す
る
，特
殊
研
究
と
し
て
は
次 

/
の
も
の
を
擧
げ
得
る
の
.み
で
あ
る
。
野
村
蒹
太
郎「

安
濃
律
騷
動
記」 

(

三
•田
學
會
雑
誌
第
三
十
卷
第
十
一
號
所
收)

、
喜
多
村
俊
夫「

依
勢
國 

多
氣
郡

.の
水
論
に
關
す
る
一
史
料」

ハ
經
黹
史
硏
究
第
二
十
四
卷
第
三
號

:
 

.七

五

：.

(

五hi

九)
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雜

：
.
>

.:.

ン 

.

.Ill 
田
學
# .
雑
誌
：：，
.第
® -4

-

七卷第其號.
：

-'
.

:;
.

.

i

林
組
合
ニ
加
入
ス
ル
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
ズ

：

.
：

•

.前
頊
以
外
ノ
.森
林
ニ
シ
テ
款
驗
、
演
習
等
特
種
ノ
目
的I !

供
セ
ラ
レ 

.葙
ハ
而
積
廣
大
一
r
vテ
獨
立
經
營
ノ
方
法
確
定
シ
其
ノ
他
特
別
ノ
事 

■

情
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
地
方
長
官
之
ヲ
協
同
經
營
ニ
屬
セ
シ
ム
ル
ノ
必 

.

.

.

.

. 

要
ナ
ン
ト
認
メ v

ル
.モ
ノ

-

i

付
.テ <:

其
ノ
森
林
所
有
者
ハ
森
林
組
合 

.

.

.一
一
如
.入

ス

ル

ノ

義

務

ナ

キ

モ
ノ
ト
ス 

, 

(

胜
三
十
、四

)

？
淼
林
法

«第
一
條
參
照
。

.
,

(

驻
三
.十
五)

例
へ
ば
'、

舊
森
林
法

•
第
六
條

.'
第
二
十
條
に
.依
る 

「

森
林
.

一
.

に
は
國
有
林
は
包
含
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。

■(

前
掲
.
帝
室 

.

■
林
野
局
五
十
年
史
こ
完
六
莨

。)

.

ぐ
'

■

(

注
三
十
.六
.
七)

同
右
書

*
三
九
四〜
四
〇
〇
頁
參
照
。

-

一

S-
三
十
八)

か
が
る
事
例
は
、
改
正
森
林
法
の
審
議
過
程
.に
於
て
隨 

„
所
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
.。
例
へ
ば
、

「

殊
更II

造
林
ヲ
名
ト
シ
テ…

如 

何
ナ
ル
有
袈
ナ
地II

モ
森
杯
ヲ
仕
立
テ
、
、
サ
ウ
シ
テ
耕
地li

害
ヲ
爲
■

. 

.サ
シ
ム
.ル
ト
ーK

フ

rl
ト
ガ
ア
ル
。
是
ハ…

御
料
地

-一
於
テ
最
モ
多
ィ…

.

-

河
井
議
員
の
質
問
0
> 

•

.

> 

, 

. 

,

:

七

四

(

五
.三
八)

.

■

村

明

細

帳

を

通

じ

て

み

た

伊

勢a

 

‘

.•
農

村

と

都
TI
T

~

四
日
市
宿
を
中
心
と
し
て

-

速

水

 

融

.
■
• 

'
1

 

, 

'

,
,
本
稿
に
お
い
て
紹
介
せ
ん
と
す
る
の
は
、
享
和
ー
兀
年(

一

八
〇

一
)、

.及
び
天
保
九
年(

一

八
三
八)

.
の
伊
勢
國
三
重
郡
四
日
®

を
中
心
と
す 

る
附
近
の
村
明
細
帳
で
あ
る
。
S
一)

.村
明
細
帳
の
史
料
的
價
値
、
從
っ 

て
.そ
の
限
界
に
關
し
て
は
、
旣
に
野
村
兼
太
郞
敎
授
に
よ
り
詳
細
に
述
べ 

ら
れ
て
い
る
處
で
あ
り
、
今
更
こ

\
に
く
力
返
す
必
要
ば
な
い
。(

註ー
‘ー)

.
 

.た
^
こQ

種
の
史
料
た
ド
ー
っ
か
ら
、
當
時
の
農
村
の
狀
態
ー
殷
を
推
論 

'す
る
事
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
.お
い
て
本
稿
に
1ボ
し
.た
諸
事
實 

.

•-
.も
、
個
々
.の
村
の
、
.よ
り
多
く
の
史
料
に
よ
っ
て
稗
檢
討
す
る
必
要
が
あ

■
る
。
し
か
し
、
こ
、

に
.示
し
た
史
科
の
村
々
は
、
地
圖
に
み
る
如
く
、
比 

顧
的
ま
と
ま
つ
た

一
つ
の
地
域
で
あ
る
。
從
つ
て
、
そ
れ
ら
の
史
料
か
ら

,
は
、
個
々
の
村
の
特
殊
性
と
、
共
通
し
た
伊
勢
北
部
の
農
村
と
、し
て
の
特 

質
を
示
し
得
た
。
こ
の
事
は
支
配
偏
係
の
'鍇
雜
し
た
關
東
で
は
非
常
に
困 

難
な
事
の
樣
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
も
次
に
述
べ
る
點
で
限
定 

を
附
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
.卽
ぢ

、
享

和

一

兀
年
の
史
料
は
後
述
す
る
像
に
，ニ

じ


